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研究概要  
 平成 24 年児童福祉法改正、平成 26 年に障害児支援の在り方に関する検討会が報告等で、医療型・福祉型

障害児入所施設の今後のあり方は、「小規模ケア化」を目指すことが求められている。 

 タイムスタディ調査研究から、増加している被虐待障害児へのケアが十分にされていない実態が報告され

た。 

 本研究では、障害児入所施設における主に児童のケアについての「小規模ケア化」の好事例として、 

１．大舎制から小舎制に変更し「小規模グループケア」を実践している福祉型障害児入所施設として、あさ

ひが丘学園（鹿児島県）の実践報告、奥中山学園（岩手県）、ひまわり学園（北海道）、の状況をまとめ、 

２．「小規模グループケア（ユニットケア）」の医療型障害児入所施設における実践例として、熊本県子ども

総合療育センターの視察と分析を行い、  

３.大舎制と小舎制を比較検討し、子どもの「暮らし」を中心において成長を育む、支える環境（「良好な家

庭的環境」：平成 28年児童福祉法改定 2 家庭と同様の環境における養育の推進 より）について、理想とす

べきハード面（居住空間）とソフト面（子どもの育ちを保障するケア）とシステム（人員配置、勤務体制、

施設全体のシステム）について検討し、今後の障害児入所施設の有るべき姿を検討した。  

 検討会において、山脇は、ハード面で、児童の居室を個室・2人部屋など、多人数から少人数化した場合

に、「各人が自室に隠ってしまわないか？」の懸念は、逆に、食堂やリビング等の共有空間（パブリックス

ペース）に滞在する時間が長くなった」とする特筆すべき調査結果報告をしており、今後「小規模グループ

ケア」を推進するための参考となる。 

 今後の障害児施設のあり方について、入所前に被虐待経験のある障害のある入所障害児が、施設生活で安

全・安心できる環境提供を前提に、より家庭的な養育すなわち平成 28年児童福祉法改正にある「良好な家庭

的環境」提供や平成 29年提言の「新しい社会的養育ビジョン」で示された養育を推進していく上で、今回、

調査結果とその考察、および、今後の障害児入所施設のあり方について提言が、国の福祉施策の参考となれ

ば幸いである。 

 

【研究目的】 

 「小規模グループケア（ユニットケア）」を実践している、障害児入所施設の視察等により、その現状につい

て、ハード面の建物構造（居住空間）とソフト面（子どもの育ちを保障するケア）とシステム（人員配置、

勤務体制、施設全体のシステム）について検討し、今後の障害児入所施設の有るべき姿を検討することを目

的とした。 
【研究方法】 

１．「小規模グループケア（ユニットケア）」を実践している、大舎制から小舎制に移行した福祉型障害児入

所施設（1 ヶ所）からの報告と、福祉型障害児入所施設（２ヶ所）視察および、現場の意見聴取、および、

医療型障害児入所施設（１ヶ所）の視察と報告を検討し、小舎移行前後の変化（子ども、大人（スタッフ））

を検討し、大舎制（心身障害児総合医療療育センター）と小舎制を比較し分析した。 
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２．障害児・者施設の建築デザインを専門とする立場からの、大舎制と小舎制のメリット・デメリットの評

価と、「小規模グループケア」の推進にあたっての注意点・配慮点につき報告を受け、検討・考察した。 
 
【研究結果のまとめと考察】 

１．小舎制に移行により、支援職員と児童との、時間的にも空間的にも、関わりが増え、より安定した信頼

関係が生まれやすくなった。 
２．居住空間を工夫することにより、子どもたちの暮らし方が変わる。また居住空間が個室化しても、個室

の閉じこもる傾向の強まりはなく、むしろ共有空間へ出て他児やスタッフと関わることが増えることが観

察された。 

 
検討会報告の中で、山脇は、①「小規模単位の生活」、②住宅（家）的スケールと質感、③「身の置き場

所」を位置づけ、子どもの校正を尊重し顔の見える支援、子どもの主体的な生活を支え、寄り添う支援がさ

れるべきとした。（山脇：視察資料参考（筑波技術術大学 山脇博紀 氏、検討会から一部抜粋、Ⅳ障害児・

者施設の計画 参照）。 
３．バックアップ体制整備、職員勤務体制など工夫が必要である。（医療型障害児入所施設の現場で直接支援

にあたっている看護師による、「障害児施設に勤務する職員の質の向上を目指して（仁宮）」参照。） 
４．職員の研修が必須である。とくに、障害・発達特性の理解と特性に配慮した支援、ペアレントトレーニ

ング等子育ての仕方、職員のアンガーマネージメントなどの研修が重要。 
 （視察資料：奥中山学園 岡崎氏、ひまわり学園 湯浅氏御提供）参照 
 
以上の結果、考察を踏まえ、以下の 1から４を提案する。 

 

１．被虐待障害児の入所の増加、入所障害児童の障害特性の多様化（ケアニーズが高い）、重度化、低年齢化

に対し、現行基準よりも手 厚い職員配置が維持できる制度的な支えが必要である。  

 平成 28～29 年度の本研究（「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」）の被虐待児調査結果で

は、障害児入所施設において、被虐待児（その疑いを含む）の入所の割合は、31.5％と高かった。 

現行の配置基準である職員比率 4.3：1（児童養護施設では 4:1）では、障害児への丁寧な支援を行うため

には困難であり、「良好な家庭的環境」を提供するには、職員比率を現行の 4.3：1から、現行基準よりも手

厚い職員配置が維持できる制度的な支えが必要である。 

 また、被虐待児の入所増加を踏まえ、家族再統合や関係機関との調整を担う「家庭相談支援員；ファミリ

ーソーシャルワーカー」の配置などが望まれる。 

 

２．居住空間「小規模グループケア」のさらなる推進が求められる。 

本研究の施設基本調査の結果では、小規模グループケア加算を受けている施設は、福祉型障害児入所施設

（知的、聴覚、肢体不自由児、自閉症児施設）で 19施設、医療型障害児入所施設で 7施設であった。また、

小規模グループケアの実施状況としては、福祉型障害児入所施設では、「実施している」は、知的が 25施設、

福祉型自閉症施設 1施設であり、医療型障害児入所施設では、肢体不自由児施設が 8施設、重症心身障害児

施設が 2施設であった。 

今回のデータと厚生労働省平成 23 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 14「障害児入所施設における

小規模ケア化、地域分散かを推進する上での課題に関する調査」報告書（平成 24年 3月 財団法人 日本知
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的障害者福祉協会）比較すると、福祉型の施設では、ユニットケア化が少しずつ進んでいることがわかる。

先に述べてきたように、障害の種別や重症度に関らず、施設で生活する子どもの愛着形成を育みやすい「良

好な家庭的環境」として、「小規模グループケア」の推進が必要不可欠である。 

 奥中山学園では、近隣で分舎化した「小規模グループケア」での子どものグループホーム化（地域小規模

ケア）が、障害児にとって、より「良好な家庭環境」の提供につながる（岡崎）。 

さらに、障害児入所施設の役割として、養子縁組による家庭、里親家庭、ファミリーホーム(小規模住居型

児童養育事業)や「良好な家庭的環境」に定義される、施設のうち小規模で家庭に近い環境（小規模グループ

ケアやグループホーム等）での生活保障が推進する必要が有る。 

並行して、レスパイト機能・緊急支援体制や相談機能（障害特性の丁寧な評価と支援のアドバイスを含

む）などを協働していく地域のネットワーク作りが必要である。  

 障害児入所施設を退所後に家庭へ戻れる障害児者は少なく、地域で自立して生活（就労と居住空間）でき

るように（障害が重ければグループホームなどの居住空間の提供）小児期から成人期へ切れ目のない地域の

支援体制ネットワーク作りが必要である。そのためには、地域に開かれた施設運営が求められる。さらに、

「障害児入所施設」から、「児童発達支援入所施設」への名称の変更も今後検討されるべき課題である。

（岡崎・水流、湯浅ら、日本知的障害者福祉協会）。 

 
 

３．被虐待児へのケアを意識した丁寧なケアが求められる。 

１）今回の研究調査（「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」）は、公的には初めての全国調査

であった。被虐待（その疑い）児が平均 31.5％と入所児童のおよそ 1/3 が被虐待障害児である。さらに、契

約で入所していても、実際には家庭養育困難で入所してくる（入所経路：家庭から 31.7％（医：重症）、61%
（福：知的）〜85.2％（医：自閉）に対し、乳児院から：20.9%（福：視覚/聴覚）、22％（福：肢体）、4.9%
（福：知的）児童養護施設から 10.6%（福：知的）である。家庭への外泊ができない児童は、8.5％〜40.5％
と家庭環境の課題があるケースが多い。５年以上の契約での長期入所児は、福祉型入所施設では、60/186
（32%）（医療型で肢体不自由 23/725(3%)施設の特性上異なる）と、「契約」入所でも実際は、社会的養護の

必要な子どもたちが少なくないことが明らかで、今回は調査対象から外したが、成人の入所が多い理由の一

つである。福祉型障害児入所施設では、成人期の退所に向けての準備が喫緊の課題である。 
２）障害児の障害特性、行動特性など極めて多様であり、また、入所の低年齢化、重度化している実態が明

らかとなった。一方、行動障害は、非行など反社会的行動などは、生活の中での支援の困難さは、強度行動

障害などの行動評価では、評価されにくく、行動障害加算等評価基準を再検討する必要があると考えられた。 
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3）今回、被虐待児への支援や学校などとの地域関係機関との連携、虐待者への個別のカウンセリングやペア

レントトレーニング，コモンセンスペアレンティングなどの心理的支援、家族再統合に向けた施設における

支援や児童相談所などとの関係機関との調整などは、職員配置が十分保障されない中で、様々な形で支援業

務が行われていた（心理担当職、社会福祉（SW）担当職員の調査参照）。しかし、その内容の詳細や支援職

の研修の内容までは十分調査ができなかった。支援者の人材育成などの実態とあり方は今後の課題として残

った。 
４．新しい養育ビジョンを踏まえ、今後の障害児入所施設の子どもの養育のあり方を、社会的養護の必要な

子どもの支援として検討していく必要がある。 

平成２９年に提言された「新しい社会的養育ビジョン」では（一部抜粋） 

◯ケアニーズが非常に高く 施設等における十分なケアが不可欠な場合は、 高度専門的な手厚いケアの集中

的提供を前提に、小規模・地域分散化された養育 環境を整え、その滞在期間は原則として乳幼児は数か月以

内、学童期以降は 1 年以内とする(P4) 
◯(6) 子どもニーズに応じた養育の提供と施設の抜本改ケアニーズに応じた措置 費・委託費の加算制度をで

きるだけ早く創設する。同様に、障害等ケアニーズの高い子どもにも家庭養育が行えるよう、補助制度の見

直しを行う（P4） 
◯また、家庭で虐待を受けている子どものみならず、貧困家庭の子ども、障害のある子どもや医療的ケアを

必要としている子ども、その他特別なケアを必要とする子どもに対しては、「児童の権利に関する条約」の精

神にのっとり、子どもの状態に合わせた多様なケアがなされる必要がある（p7）。  
◯自立援助ホームや保護者と施設の契約で入所している障害児施設やショートステイも社会的養護に含める

（p8）。  
◯障害児や医療的ケア児に関しても家庭養育が保障される必要がある。障害児入所施設や病院付設の乳児院

の利用実態を把握し、障害児や医療的ケア児の里親委託に向けた体制づくり行う必要がある（p20）。  
◯障害児入所施設もこうした規定に加え、「社会的養護」の役割を担っているという認識を深める必要もある 
（p20）。 
とされているが、これらを踏まえた、ケアニーズの高い子ども、障害児の養育のあり方はまだ十分に検討さ

れていない。 
今後、医療型と福祉型の障害児入所施設において、「社会的養護の必要な子ども」の養育の場として捉え、

障害児入所年齢の低年齢化、障害特性の多様化、重度化を踏まえ、子どもたちや職員にどのような変化が起

きているのかを質的および量的の両面から明らかにしていく研究検討が必要である。 
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1 
 

報告各論・資料 １ 福祉型障害児入所施設における小規模グループケア・ユニットケア１ 

あさひが丘学園における小規模グループケアの実践について 

あさひが丘学園   統括施設長 水流 純大 
 
 旧知的障害児施設である福祉型障害児入所施設あさひが丘学園が、平成 28 年 7 月より取り組み始めた小

規模グループケアの実践について報告する。 
 
１． あさひが丘学園の概要 

① 運営主体  社会福祉法人落穂会 
② 開設年月日 昭和 33 年 5 月 1 日 
③ 定 員   入所 28 名・短期入所 8 名 
④ 所在地   鹿児島市皆与志町 2503 番地 
⑤ 併設施設  障害者支援施設あさひが丘（定員：入所 52 名・短期入所 10 名） 

 
２． 小規模グループケアに取り組んだ経緯 

① 平成 23 年度厚生労働省・障害者総合福祉支援事業「障害児入所施設における小規模ケア化、地域分

散化を推進する上での課題等に関する調査」に施設長が参画し、小規模ケアに取り組む全国の先駆

的な施設の実践を学ぶことにより、障害児入所施設における小規模ケアの実践の必要性を強く感じ

たこと。 
② 上記の研究結果を踏まえて、平成 24 年 4 月から小規模グループケア加算が創設されたこと。 
③ 平成 24 年 8 月、奥中山学園主催「子どもの育ちを考えるセミナー」に参加し、こどもたちの豊かな

育ちを支えるために、「丁寧に暮らしを営む」という視点の重要性を認識した。私たちは、「子ども

たちのとの暮らしを丁寧に営む」ことを忘れ、「行動障害への対応」だとか、「自閉症児への療育」

だとか言ってはいないか。もちろん、障害の特性をよく把握し、その状態に応じた専門的な療育技

術を磨き上げ、子どもたちが自らの課題を克服するための支援を行うことも私たちの大切な役目で

あるが、子どもたちの暮らしを預かっている私たちにとって、「子どもたちとの暮らしを丁寧に営む」

ことが前提で、その大前提の上に障害に対する専門的な支援が成り立つのではないかと強く感じた

こと。 
④ 厚生労働省「障害児支援の在り方に関する検討会報告書」（H26.7）においても、『障害児入所施設に

ついては、「子どもが育つ環境を整える子どもの施設」「子ども本人が望む暮らしを保障する施設」

といった幼児期からの子どもの育ち、発達に係る基本的な観点から、より家庭に近い生活環境、少

人数の生活の場、普通の暮らしの環境、個々に配慮した生活環境とすべきであり小規模グループケ

アの推進が必要とされている。』と記載されていること。 
＊以上のことから、障害児入所施設における小規模グループケアの必要性を強く感じ、平成 28 年 7 月

事業を開始した。 
 
３． あさひが丘学園における小規模グループケアの基本的な考え方 

① 家庭を離れて生活している子ども達の豊かな「育ち」を支えるために、愛情を持って丁寧な暮らし

が営めるよう支援する。 
② ユニットの構成 1 ユニット 7 名×4 ユニット＝定員 28 名（+短期入所 8 名） 

⇒スライド 2 参照 
③ 各ユニットに居室（全室個室）、リビング、ダイニング、浴室、トイレ等を配置し、より家庭に近

い環境で生活ができるようにする。⇒スライド 3.4 参照 
④ 家庭的な雰囲気のなかで子ども達と生活を共にしながら、退所後の生活を見据えたひとりひとりに

応じた生活に役立つ社会的なルールやマナー、知識が身に付けられるよう支援する。 
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４． 児童及び家庭の状況（H29.6.1 現在） 
① 年齢の状況 

年齢区分 6～11 歳 12～14 歳 15～17 歳 18～19 歳 20 歳～ 合計 
男 ６ ２ ９ １ ０ １８ 
女 ２ ３ ４ ０ ０ ９ 
合計 ８ ５ １３ １ ０ ２７ 

② 入所時の年齢 
年齢区分 ～5 歳 6～11 歳 12～14

歳 
15～17

歳 
合計 

男 ４ ６ ５ ３ １８ 
女 ２ ５ ０ ２ ９ 
合計 ６ １１ ５ ５ ２７ 

③ 障害の状況（療育手帳） 
障害程度 A1 A2 B1 B2 不所持 合計 

男 １ １ ７ ８ １ １８ 
女 ２ ０ ３ ４ ０ ９ 
合計 ３ １ １０ １２ １ ２７ 

④ 在園期間 
期間区分 1 年未満 １～３年

未満 
３～５年

未満 
５～１０

年未満 
１０年 
以上 

合計 

男 ２ ５ ６ ５ ０ １８ 
女 １ ２ ４ １ １ ９ 
合計 ３ ７ １０ ６ １ ２７ 

⑤ 入所の主たる理由 
 男 女 合計 

保護者の養育力不足 ６ ５ １１ 
虐待・養育放棄 ２ ０ ２ 
行動上の課題改善 ８ ２ １０ 
ADL・生活習慣の確立 １ １ ２ 
学校での不適応・不登校 ０ １ １ 
学校就学・通学のため １ ０ １ 
合計 １８ ９ ２７ 

⑥ 入所前の生活の場 
 男 女 合計 
家庭 ７ ５ １２ 
乳児院 ５ １ ６ 
児童養護施設 ５ １ ６ 
母子生活支援施設 １ １ ２ 
医療型障害児入所施設 ０ １ １ 
合計 １８ ９ ２７ 

⑦ 保護者の状況 
 両親 父子 母子 その他 合計 

男 １ ６ １０ １ １８ 
女 １ １ ７  ９ 
合計 ２ ７ １７ １ ２７ 
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５． 環境（人・経験・空間）の変化 
① 人の変化（職員配置）⇒スライド 5.6.7.8 参照 

ア．旧体制 
定員 40 名で 1 棟 20 名が 2 棟。居室は 2 人～4 人。職員配置⇒1 棟 8 名～9 名。 

イ．現体制 
定員 28 名で 1 ユニット 7 名が 4 ユニット。居室は全室個室。 
職員配置⇒各ユニットに固定職員 3 名＋ユニット間の兼務職員 2 名 

   ＊大舎制時は「大勢の職員」が「大勢の子どもの集団」を相手に支援をしていた。ユニット化以降は

ある程度固定化した職員で少ない人数の子どもたちに対応することが可能となった。 
   ＊子どもとの個別的な関係を築きやすくなり、子どもの小さな成長や変化に気づきやすくなった。 
   ＊関係性の三大要素「安定感（安心感・安全感）」「信頼感」「満足感」（相澤）が得られるような関係

性を築きやすくなった。 
② 経験の変化（日常生活） 

大舎制時はできなかった様々な経験をすることができるようになった。 
ア． 食事 

厨房で作った食事をユニットに運んで配膳し、少人数で食べる。月 2 回は子どもたちがメニ

ューを考えて、地域のスーパーで食材を購入し、職員と一緒に作る。他にも、ご飯を炊く、

パンをトースターで焼いて食べる、冷たくなった食事を電子レンジで温める、食器を洗うな

ど、普通の家庭で行われている普通のことができるようになった。 
イ． 日用品の購入 

洗剤、トイレットペーパー等の日用品は週末、職員と子どもたちが地域のスーパー等で購入

する。 
ウ． 掃除・洗濯 

できる子どもは自分の部屋の掃除や洗濯を行う。浴室・トイレ・リビングなどの共同スペー

スは当番を決めて職員と一緒に行う。 
エ． 誕生日祝い 

何人もまとめて○月祝いの誕生会をするのではなく、その子どもの誕生日にその子だけのお

祝いをする。 
   ＊大舎制時は一人一人の子どもが大きな集団の中に埋没し、自分の生活を十分に認識できないままに

日々の暮らしが営まれていたが、ユニット化以降は子どもたちが生活の中でさまざまことを経験

し生活スキルを身につけ、自分自身の生活を実感しながら成長していく。 
③ 空間の変化（暮らしの場） 

ア． 生活の場 
大舎制では、大部屋（2～4 人）での生活。ユニットでは全員個室＋リビング+ダイニングで

の生活が中心。一人になれる空間の確保が精神的な安定をもたらす。 
イ． 入浴 

大浴場で 10 人程度（毎日固定の時間）で入浴していたが、ユニットでは 1～2 人で 16 時～

20 時で好きな時間に入浴。また、好きな入浴剤等を入れるようになった。 
ウ． 食事の場 

以前は、併設の障害者支援施設と共同の大食堂で利用者・職員合わせて 100 名程度が同時間

帯に食事を摂っていた。ユニットでは、7～9 人でテーブルを囲んで食べている。 
   ＊自我形成に欠かせないプライベートな空間（個室）と、集団生活体験を通じて社会化の発達を促す

パブリックな空間（リビング・ダイニング等）をバランスよく配置する。 
   ＊生活の場が、安心感、満足感、安らぎを与える心地よい空間であれば、子どもは自分が大切にされ

ているというメッセージを感じ取ることができ、生きている実感を味わうことができる。 
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６． ユニット化による生活・子ども・職員の変化 
① 生活の変化 
・少人数になる事で、日課に追われることなく時間に余裕をもって生活できるようになった。 
・下校後、子ども達と一緒に宿題をしたり遊ぶ時間が出来た。また、子どもと職員が日課を一緒に送れ

るようになった。（入浴、歯磨き、食事、ご飯の準備） 
・料理や買い物など多様な経験を行えるようになった。 

     ・買い物やドライブなどの外出がしやすくなり、楽しい時間を共有しやすくなった。 
② 子どもの変化 
・年長者が年少者と関わり面倒を見るようになった。 
・自分の好きなことを自分の部屋で出来るようになった。 
・職員と一緒に生活を送る（一緒にしてみせる）ことで、生活スキル（入浴、歯磨き、食事等）が身に

付きやすくなった。 
・子ども達が以前より自主的に日課を行うようになってきた。 
・コミュニケーション力が向上してきた。あいさつやお礼が言えるようになってきた。 
・さまざまなことを経験することでやりたい事・したい事の選択肢の幅が広がった。 
③ 職員の変化 

  ・関わりが密になる事で、子どもとの関係を構築しやすくなり、小さな成長や変化に気づくようになっ

た。 
  ・子どもの成長を身近に感じることでやりがいや働きがいを感じるようになった。 
 
【子ども・職員へのアンケート調査から】 
１． 子どもたちの声 

① 今の生活はどうですか? 
・一人部屋がうれしかった。 
・好きな時に部屋で休めて良い。（一人になれる部屋がある） 
・料理が出来てうれしい。 
・職員と遊べる時間が増えた。 
・昔より楽しい。（楽しいことが増えた） 
・机とベッドがあって嬉しい。 

② 楽しい・良かったことはなんですか? 
・買い物に行けること。 
・みんなで料理が出来ること。 
・ゲームがいっぱいできるようになった。 
・職員と遊ぶ時間が増えた。 
・自分の部屋が出来た。 
・いろんなテレビが見れること。 

③ 新しい生活で大変なこと?して欲しいことは? 
・小さい子が言う事をきかない。 
・新しいゲームがもっと欲しい。 
・旅行に行きたい。 
・部屋にテレビがない。 
・生き物（犬）を飼いたい。 
・時には大勢でご飯を食べたい。 

２． 職員の声（抜粋） 
（保育士 A） 
日々、やりがいを感じます。例えば、日々の支援を繰り返す中で子ども達の様々な面を見ることが
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出来ます。利用者の発達段階特有の成長を身近に見る事ができ、喜びを感じる事も多くあります。一

方で障害特性によるつまづきを見る機会も多くあります。そのたびに自身の学びを深めなければと毎

回考えさせられます。 
（保育士 B） 
買い物や調理、配膳、洗濯、お風呂掃除など、以前までは出来なかった経験も出来るようになり、

子ども達も出来る事が増えてきているような気がします。ご飯の炊く前はどんな状態なのか、野菜を

調理する前はどんな姿、形なのか、知らない子どもいました。いろいろな経験を積むことで知識も増

えました。また買い物や調理を通して、食の大切さ、作ってもらっているという意識も出来、偏食が

減少方向にあります。 
 

７． 今後の課題 
① 職員の支援力の向上 

子ども達の成長は、一番身近に存在する職員の支援力（生活スキルを含む）に大きく影響される。

障害に対する専門知識と同様に子どものモデルとなる人間力の向上が必要。 
② 愛着形成 
さまざまな経緯で施設生活を送る子ども達が自信を持って生きていける基盤として愛着・信頼関係

を構築し、自己肯定感を持つことができるような支援が必要。 
③ 生活をより家庭に近づけていく 
物理的な環境だけではなく、日々の関わりや日常・余暇の過ごし方をより家庭に近づけていく。施

設で育った子ども、施設で長く働く職員は施設生活が当たり前になっている。可能な限り、一般的な

家庭の当たり前の生活を当たり前に行えるようにしていく。 
④ 次のステージへ 
 社会的養護の必要な障害のある子どもを地域の中で、かつ固定的な養育者のもとで育てていくため

に、障害児グループホームの創設やファミリーホームにおける障害児の養育を進めていく必要があ

る。⇒スライド 9 参照 
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報告各論・資料 ２  福祉型障害児入所施設における小規模グループケア・ユニットケア２ 

奥中山学園におけるユニットケアについて 

                                     米山 明 
１． 施設の基本状況： 

事業所の種類：福祉型障害児入所施設 
設置主体：社会福祉法人カナンの園  
主たる対象者：知的障害児   
利用定員：40 名  
住 所：岩手県二戸郡一戸町中山字大塚 4-6    
併設事業：短期入所・日中一時支援・ 

多機能型事業所（放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問） 
       成人施設（共同生活援助事業（グループホーム）(一体型)・居宅介護事業 
      指定特定相談支援事業 
      生活介護事業・就労継続支援A 型・B 型事業・就労移行支援事業 
   
２．建物の配置、ユニットの間取りなどの工夫 
敷地内の建物の配置、ユニット配置、設計等で配慮した点などの特徴 
①飛び出し事故防止のために設置した門扉については、建て替えの際に検討をし、個別配慮で対応できるこ

とと、物理的,心理的,視覚的な社会とのつながりを重視して門扉を廃止。  
②「暮らし」を基本とし、家庭的な雰囲気作りを配慮している。人的な配置を配慮し安全な生活環境を提供

できるよう運営。男女混合を基本。 
③8 名定員の小舎を 5 棟＋併設型短期入所棟 1 棟。各棟 5~7 名で生活。（40 名） 
④各棟 個室 2 室、2 人部屋か 3 室、計 5 部屋+職員部屋１室、その他台所とリビングルーム、男女別トイ

レ、風呂、洗面所 
 
３．職員構成 

園長  1 名 
副園長 児童発達支援管理責任者 1 名 （兼務） 
支援員 17 名 
看護師 1 名 
栄養士 1 名 
調理員 2 名 
ハウスキーパー 2 名 
事務員 6 名 （在宅支援の職員含む） 
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                         奥中山学園 岡崎俊彦園長 ご提供 
 

 
                          奥中山学園 岡崎俊彦園長 ご提供 
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報告各論・資料 ３  福祉型障害児入所施設における小規模グループケア・ユニットケア３ 

ひまわり学園におけるユニットケアについて 

                                     米山 明 
１．施設の基本状況： 
事業所の種類：福祉型障害児入所施設 
設置主体: 社会福祉法人 北光福祉会 
主たる対象者：知的障害児   
利用定員：50 名  
住 所：北海道 紋別郡遠軽町生田原安国３０２番地７     
併設事業:：短期入所・日中一時支援・ 

      児童家庭支援センター事業  （指定特定相談支援事業） 
    児童養護施設 子育て短期支援事業 
       多機能型事業所（放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問） 
       成人施設（共同生活援助事業（グループホーム）(一体型)・居宅介護事業 

指定特定相談支援事業 生活介護（経過的入所）  
生活介護事業・就労継続支援 B 型事業・就労移行支援事業 

   広域相談支援体制整備事業 生活サポート事業 
 
２．建物の配置、ユニットの間取りなどの工夫 
敷地内の建物の配置、ユニット配置、設計等で配慮した点などの特徴 

① 家庭生活をイメージ（家庭的養育環境）した生活環境を提供できるように、建物構造、生活の設備（洗

面・洗濯・台所）を配慮し、また夜間の宿直者の業務、応援体制、安全管理などへ配慮した。 
② 11 名定員の小舎を 4 棟（2 棟を宿直室で繋いでいる）および、経過的入所を含む棟 1 棟。各棟 11 名で生

活。（50 名） 
③ 各棟 個室 2 室、2 人部屋か 3 室、3 人部屋か 1 室 計 6 部屋+宿直室１室（２棟の間）、台所とデイル

ーム、男女別トイレ、風呂、洗濯、洗面所など 
  （経過的入所を含む棟：個室 3 室、2 人部屋か 4 室） 
 
３．職員構成  ３４名 うち直接処遇職員 ２３名（パート含む） 
 

 
                                  ひまわり学園 湯浅民子園長 ご提供 
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                                                      ひまわり学園 湯浅民子園長 ご提供 
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                                                          ひまわり学園 湯浅民子園長 ご提供 
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                                                ひまわり学園 湯浅民子園長 ご提供 
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                                                       ひまわり学園 湯浅民子園長 ご提供 
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報告各論・資料 ４  医療型障害児入所施設における小規模グループケア・ユニットケア１ 

     障害児入所施設における「小規模グループケアの有効性」に関する検討 

       （熊本県子ども総合療育センター視察を踏まえて） 

                  仁宮真紀（心身障害児総合医療療育センター整肢療護園 看護師） 

 
(1) 障害児入所施設における子どもの生活を観点にした現状把握 

 心身に障害があり、保護者による養育困難などの何らかの理由で家庭では生活することができない状況に

置かれた子どもは、生命の安全を守るために施設への入所を余儀なくされ、その施設で生活しながら成長・

発達していく。我が国における従来の障害児入所施設（以下、施設）などの児童福祉関連の施設は、医療機

関の構造を基本とした建築様式や内装であることが多い。 
施設の現状としては、福祉型障害児入所施設や医療型障害児入所施設などの種別を問わず、配置職員数が

少ない状況で、「手がかかる（障害の重度化・多様化）子どもたち」が多くなっている現状が、厚生労働省科

学研究事業「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」の平成 28 年度研究報告書から明らかにな

っている。そのため、「少ない職員で、なるべく多くの児童を見る」という施設側からの観点に立った安全管

理を最重視・最優先したハード面・ソフト面の施設構造や施設運営が一般的となっている。 
 しかし、施設で生活している子どもに焦点を当ててみると、自分の希望とは全く異なる生活空間で家族と

離れ、多くの子どもたちとの共同生活や、施設が決めた規則やルーティンによって営まれる日常生活、そし

て、日々時間帯ごとに入れ替わる職員のなかで生活している。そのような状況のなかで、家族と離れて家庭

ではない施設という場所で成長・発達していく子どもにとって、「子どもらしい生活」や「子どもの健やかな

成長・発達」を支援していくためには、施設や施設職員には何が求められているだろうか。 
施設には、軽度障害の子どもに対しては、社会で生きていくための社会性を養うためのスキルを身につけ

させることや、重度障害がある子どもに対しては、安全安楽にその子らしく個性を尊重しながら生きていく

ための支援を行うための役割が求められている。何らかの事情で親や家族と一緒に暮らせないからこそ、行

動障害などの発達に問題を抱えた子どもや、複雑な家庭背景を抱えて親からの愛情を受けることが出来なか

った子ども、そして身体の障害によって社会生活での生きにくさが大きな問題となる子どもたちだからこそ、

施設で生活する子どもたちは、養育者（支援者）との信頼関係、愛着形成を基盤とした支援を最も必要とし

ている。愛着形成に関する支援を充実させることを鑑みたとき、個を大切にケアして愛着形成を育みやすい

ケア体系である「小規模グループケア（以下、ユニットケア）」に着目した。 
今回、ユニットケアを実施している施設（熊本県こども総合療育センター）を視察し、ユニットケアなら

ではの利点や今後の課題などを導き出すことを目的として報告する。 
 
(2) ユニットケアとは 

元来は高齢者施設での流れ作業的集団ケアの反省から生まれた、小規模の個別ケアである。ユニットケア

とは“1 人 1 人の個性や生活リズムに沿ったケアであり、できるだけその人らしい生活が継続できるように

支援するものである。そのためには、居室やリビングなどの居住空間（ハード）と、子ども中心の暮らしを

育むケア（ソフト）と、組織や勤務体制などチームケアを推進する仕組み（システム）が必要である”と言

われている。 
 

(3)熊本県子ども総合療育センター における、ユニットケア視察  

今回、ユニットケアを先駆的に実践している熊本県こども総合療育センターでの視察に関して、障害をも

つ子どもに対するユニットケアの重要性と今後の課題について述べる。 
①熊本県こども総合療育センターにおけるユニットケアの目的 

熊本県こども総合療育センターにおけるユニットケアとは、生活単位を小規模化し、より家庭的環境の下

で一人ひとりの子どもたちの行動や生活パターンに配慮し、寄り添い、生活の個別支援を通じて子どもたち

の生活力の向上を図るという意義を持つ。 
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また、『入所棟を介護の場から子ども達の生活の場に』と『主役は子ども』という 2 本柱を立て、「顔の見

えるケア（20 名程度の小規模生活単位）」の実施や、水平な関係性で一方的に介護するという垂直な関係で

はなく個別で向き合う（パーソナリティで向き合う）こと、生活リズムの獲得（個人が持っているペースや

リズムをできる範囲で許容し、自己決定し、自分の生活をコントロールする力を育む）・家庭的雰囲気（ホッ

とする安らぎの気持ち）を目指している。 
②建物の特徴 

全ての建物に屋根をつけ、町の中に家がいくつもあるという、センター敷地内をひとつの町に見立てた建

物づくりがされている。チルドレンストリートという 1 本の道の両側に外来・リハ棟・病棟・厨房・通園が

並んでいる。 
建物全体に熊本県の木である杉の木が使用され、全体的にガラス張りで太陽光を取り入れるなど、暖かみ

のある景観となっている。外来受付は、2 段構造になっていて、車椅子の利用者が座ったままでも受け付け

できるよう高さの配慮がされている。机は、2 種類の高さが異なるものが用意され、手前には穴が開いてい

る。この穴を利用して立ち上がり動作などがスムーズにできるような工夫がされている。 
また、外来診察室には番号や診察室の表札はなく診察担当医の顔写真と色で識別された表札を掲示するな

どのユニバーサル化がなされている。それにより、外来利用者が困惑せずに診察室に入れるような工夫がさ

れている。病棟は医療棟１棟、生活棟２棟の計３棟あり、それぞれのニーズに合わせたつくりになっている。 
 

   
医療棟のナースステーションには、木がふんだんに配置され、照明もあたたかな雰囲気である。 

  
向こう側が見える小窓は、車いすの子どもたちの視線の高さに合わせて設計されている。 
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職員がボランティアで玄関に生け花    子どもが使用する郵便受け 
 

③外来部門 

 発達に問題を抱える子どもの外来利用が以前に比べ 3 倍に増えているという現状があり、一人あたりの診

察時間が徐々に延びている傾向であり、小児科で対応している。 
診察室の中は絨毯が敷かれていて、おもちゃが設置してある。医療器具は目に触れる場所にはなく、利用

者と医師が座って診察できるような空間であり、普段の子どもの運動精神発達を把握しやすい環境にあると

いえる。 
④地域相談室 

 外来の一角に地域相談室が設けられ、MSW の他にPT・OT・ST・心理士が在室し、地域の療育センター

や保育所へ出かけていき、指導等が行われており、地域の中で療育の中心的な役割を担っている。 
⑤病棟の分棟化 

 生活棟：定床 虹 20 床、風 20 床 → 共に個室 4 室、4 人部屋 4 室 
虹の丘ハウス→床での生活が中心 

     風の丘ハウス→車椅子での生活が中心 
     ※現在は入所子ども減少のため虹の丘ハウスは閉鎖し、床生活の子どもも車椅子生活の子どもも

風の丘ハウスで生活している 
 医療棟：定床 12 → 個室 4 室、2 人部屋 2 室、4 人部屋 1 室 
     （母子棟：定床 8 → 全室個室 和室 6 室、洋室 2 室） 

医療的処置が中心、母子棟のすこやかハウスを含む 
 
⑥子どもの生活空間に自然に溶け込んでいるナースステーション 

基本的に家庭にないものは置かないという視点から、医療器具・内服薬・書類関係などは、子どもからは

見えないように扉つきの棚の中に配置したり、子どもの目線から外れた棚の上などに隠されたり、布をかぶ

せるなどの工夫をしている。カルテはすべて医療棟に置かれており、医療処置が必要な場合は医療棟へ出向

いて処置をする。子どもの状態が悪化したり、医療的な調整が必要になったりした子どもは医療棟へ転棟し、

改善したら生活棟へ戻ってくるというスタイルを取っている。子どもにとっては、「医療処置を受ける時は、

病院に転院する」というイメージを持つことになる。そのため、医療棟と生活棟のスタッフの連携が必要と

なり、毎日情報交換が行われる。ナースステーションに近ければ近いほど、重症度の高い子どもが入る個室

になっている。 
また、医療棟はいつでも生活棟から受け入れられるよう、最低 1 床は空床をつくっている。病棟は全体的

に間接照明が用いられ、杉の木で作られた建物とマッチして、ログハウスのような暖かみのある印象を受け

る。 
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       ↑ナースステーションはなく、職員が記録をするすぐ横に子どもがいる 
        子どもも触ってはいけないことを理解し PC 等には手を触れない 

   
医療物品は、布などで隠されて、「医療」の雰囲気を感じない。 
⑦「家」のような玄関と清潔動作に関連する場所 

玄関は引き戸になっていて、子どもからは見えにくいところに鍵がついている。玄関前にポストが置かれ

ており、毎日子どものために新聞が 1 冊届くようになっている。新聞が好きな子どもは毎日新聞を持ってき

て、スポーツ欄・TV の番組欄を一生懸命読んでいた。 
トイレは居室の隣に設置され、個室トイレが 3 か所、多目的トイレが 1 か所あり、個室トイレは車いすで

もドアの開閉がしやすいよう、中からも外からも押して開閉ができる（フリーオープン式）よう工夫されて

いる。多目的トイレには、寝たまま排泄ができるよう、ベッド状のトイレが設置されている。基本的にベッ

ドは寝る場所であり、ベッド上で食事・排泄はしないという決まりになっている。そのため、ベッドサイド

にオムツ類・排泄用のゴミ箱は置かれていない。 

 
洗面台は計 3 か所あり、立位の高さ・車いすの高さ・床に座ったままでもできる高さに分かれている。ま
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た、洗面台に限らず電気のスイッチはすべて子どもの手の届く高さにあり、自分でつけたり消したりができ

るようになっている。 

 
⑧子どもの将来性を重視した入浴施設 

浴室は、家庭用のお風呂が 1 つと、寝たまま入れるようなスペースが設けられている。いずれ社会に出た

ときのために、家庭用のお風呂を設置しているとの話だった。 

 
↑写真右下が寝たきりの子どもが湯をためて入浴できるスペース 
 
⑨子どもの個性とプライバシーが守られる居室 

居室は個室と 2 人部屋・4 人部屋があり、2 人部屋と 4 人部屋は押入れ（自分で布団をし入れできるよう

にスライド式）を間切りに 4 つの空間に分かれている。死角をわざと作ることで、子どもたちの精神的な逃

げ場を作っている。個人の空間を意識しやすくするために、私物をたくさん持ってくるよう指導がされてお

り、1 人部屋の女の子の部屋には、好きなアイドルのポスターや CD・学校の制服・教科書など、個人の私物

がたくさん置かれていて、家庭にあるような子どもの部屋のようなつくりになっている。 

   
↑出し入れ可能な間切り（ベッド４床部屋）    ↑棚の上に吸引機（布団４床部屋） 
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壁の装飾についても、家庭で見られるようなものはよいが、保育園のような派手な装飾はしない、スタッ 
フの業務に使用する掲示物などをしない、というルールがあるため、看護師の事故防止のために注意喚起を

促す張り紙や子どもたちの誕生日を載せた装飾などもされておらず、子どもの描いた絵が飾られている。 
⑩子どもの「心の安全基地」に配慮した居室空間 

リビング・談話コーナー・ウッドデッキなど、空間分けがされていて、どの場所でどんな風に時間を過ご

すかの選択・決定権は子ども側にある。 

 
居室に大きく 3 つのエリアがある。一つ目は本人だけの居室、二つ目はその手前にセミ共有エリア、そし

て三つ目は共有エリアである。子どもの「その時」精神状態によって、どの場所にいることが一番心地よい

のかを自分で決めて、そこの場所にいることができる。一人だけの空間が良い子ども、周りの雰囲気を少し

だけ感じることのできる場所にいたい子ども、多くの人々と一緒にいる場所にいたい子ども、それぞれの場

面に応じた場所が 3 つあり、それを自由に選択できるということは、子どもの自立心や心の安定感を育むた

めにはとても重要なことである。 

      
↑子どもが一人になれる居室       ↑セミ共有エリア 
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⑪子どもの将来性や、身体機能向上を目指した設計 

 子どもの居室には、「自分でできることは自分で行う」ことができる工夫が施されていた。例えば、布団敷

は子どもが無理なく自分で実施できるように、子どもの動作能力や機能を考慮し、引き戸を引き出すことで

容易に布団を敷くことができる設計になっていた。 

        
↑布団は引き戸に乗っている  ↑電源や照明も座位で手が届く 

⑫家庭的なサテライトキッチン（食堂ではなく、居間（台所）という空間） 

 生活棟の中心にはサテライトキッチンというキッチンスペースがあり、温かいものは温かく、冷たいもの

は冷たく、安全で美味しい食事を提供するため、食事時間になると調理師がキッチンにやってきて、最終加

熱・盛り付け・配膳するようになっている（クックチルシステム）。キッチン内には衛生管理上調理スタッフ

しか入ることはできないが、全面ガラス張りになっていて、調理している様子を外から見ることができる。 
また、受け渡し窓口がついており、盛り付けされた食事を子どもが窓口から直接受け取り、自分のテーブ

ルまで運ぶこともできる。サテライトキッチンのメリットとして、生活感のある家庭的な雰囲気の中で食事

提供ができ、調理過程を見たり匂いを感じたりするなど、食育としての効果もある。また、おかわりの対応

やドレッシングやジャムの選択・子どもが手伝いに参加できるなど、自立への援助や食事への関心・食べる

力の育成などにも効果が期待できる。昼食の時間には栄養士が病棟を見に来て、食事の量・形態・残食など

のチェックもされていた。 

  
  外から調理の様子やメニューを確認できる↑      
                         

サテライトキッチン横の流し→ 
車いすで使用できる高さでお手伝いができる   
注入ボトルや胃瘻チューブが子どもの手の届く 
ところにあるため、衛生面が少し不安… 
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⑫ 熊本県こども総合療育センターの子どもの生活スタイル 

ア）入所している子どもの生活スケジュール 

6：00 起床 
7：30 朝食 
8：40 登校（併設の特別支援学校） 
12：30 昼食（センターで） 
13：20 午後登校（学年により） 

     個別リハビリ 
15：00 おやつ、余暇活動 
18：00 夕食 

     入浴 
21：00 就寝（年齢に応じての消灯） 

イ）起床 

 子ども自身のリズムで起きるため、夏場は 6：00、冬場は 6：30 を目安に起床介助を始め、それ以上早く

起こさないというルールがある。介助の必要な子どもは無理に起さず目の覚めている子どもから起床介助す

る。自分で身の回りのことができる子どもには、目覚まし時計を利用したり起きる時間を決めさせて声掛け

したりしている。 
子ども自身のリズムで任せてはいるが、生活のリズムを整えるため、7：30 の朝食と 8：40 の登校までに

身支度が整うよう声掛けをする。また、休日でも生活リズムを整える目的から 7：30 までに起きるよう促し

ている。一般的に「子どものいる家庭」では朝はパタパタしているように、ユニットケアといえども慌しさ

はあり、その中でも子ども個人の意思決定を尊重した関わりができていればよしとしている。 
ウ）更衣 

 子どもたちのレベルに応じて、自分でできる子は、お風呂の準備、翌日の洋服の準備を行うよう声掛けを

する。子どもの自己決定を尊重しながらも、季節に応じた洋服を取り入れるアドバイスを行う。子どもの ADL
能力を把握し、自分のできる範囲は自分で行ってもらう。また、手伝ってもらいたいことは伝えるよう声掛

けをしている。 
エ）整容・身だしなみ 

 登校までに食後の口の周りの汚れや髪の乱れを整えるよう声掛けを行っている。髪型は本人の希望を尊重

するが、清潔感や見た目も考えられるような声掛けをする。介助を必要とする子どもに対しては、個別的な

介助をする。散髪は、6 週に 1 回行われ（費用は有料）好みの髪型を理容師に相談できる。 
オ）登校 

 子どもたちは個々の ADL 能力で車いすや徒歩などで登校。介助を 
要する子どもに対しては 1 対 1 で関わるが、自立している子どもの 
見守りも行う。子どもたちは家の玄関からセンター内ではなくわざと 
外を通って季節を感じながら登校（チルドレンストリート）。棟間の 
通路脇には草花がさいていたり、自分たちで作った畑があったりする。雨

の日は傘を差しながら、歩ける子は長靴を履いて、車いすの子は屋内を通

って登校する。 
            「施設の外に出る」という登校スタイル → 

     
カ）身の回りの整理整頓 

 家庭と施設の連続性として自宅で使っていた私物（おもちゃ、寝具、家具など）を持ち込んでよいが、子

ども自身が整理整頓できるように関わるようにしている。衣類の整理整頓（洗濯、干す、たたむ、収納する

などの行為）は子どもたちの能力に応じて計画して関わる。洗濯物は子どものプライバシーにも配慮し、室

内・屋外に干せるようにしている。 
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キ）排泄 

 車いす用のトイレの広さは便器に対して直角ないし斜め前方からアプローチでき、かつ車いすを利用する

人が扉を閉めて利用できる広さがあり、個室以外のトイレはカーテンなどでプライバシーを守るようにして

いる。プライバシーに配慮したうえで可能な限りトイレにて排泄介助を行うことが基本となる。誘導すると

きの声掛けは時と場所を選び、同性介護が基本となる。子どものADL や排泄リズムを 24 時間把握すること

によって、誘導時間、トイレの種類・介助方法を選択し、子どもの状態に合わせてタイムリーにかかわる指

導がされている。また、更衣同様子どもの ADL を把握し、必要な部分のみ介助する。 
ク）食事・片づけ・おやつ 

 食事を食べる場所は複数あり、1 テーブルには家族単位を意識した構成（年齢や介助度も考慮）とする。

テーブルの配置は集団的にならないように配慮。経管栄養の子どもも一緒に食卓を囲む。冬場には鍋を囲ん

で、家庭の雰囲気を味わう。おやつの時間にはスタッフもお茶を飲んでテーブルを囲む。食事の準備や片づ

けは、子どもたちができる範囲でお手伝いができるよう関わる（サテライトキッチンの横に車いすでも使用

できるシンクがある）。食育の一環として、外庭で育てた野菜を子どもたちと一緒に収穫し食べる。お楽しみ

として、数種類のおやつから選べるシステムがあり、自分の誕生日には好きなおやつがオーダーできるよう

になっている。また、時には季節を感じながら野外で食事やおやつなどを食べ、子どもたちの生活に変化を

もたせるかかわりもされている。 
ケ）リハビリテーション 

 リハビリは主にリハ室で行われ、担当の訓練士が送迎を行うか、下校時にリハ室に寄ってリハビリを受け

るシステムになっている。 
 生活訓練の場合は、自立支援とより安全で安楽な生活を目指し、食事・排泄・入浴などの場面で各訓練士

が必要に応じて病棟に出向き、ハード・ソフト面からアドバイスを行っている。毎週月曜日には、OT が病

棟を訪れ、食事の場面に同席し子どもたちの食事摂取状況を把握し指導を行っている。その際、食事摂取時

の姿勢保持のための椅子の工夫や自助具の選定なども行っている。ST は摂食障害のある受け持ち時の食事

形態や接触状況を把握し、スタッフへ指導を行っている。CPT は心理面でのフォローや知的学習で個別に指

導を行っている。 
コ）余暇時間 

 余暇時間は、個人や少人数で過ごすなどさまざまなスタイルがある。自分の好きなように充実した時間を

過ごすことで、やすらぎと満足感で情緒の安定が図られる。余暇は、本人が自由にできる時間であり個人の

ライフワークを尊重するものであるが、自由な中にもルールを守って過ごすことが求められる。自己決定が

できない子どもに対しては個人の嗜好や興味などを情報収集し遊びなどの時間の過ごし方を提供する。なか

には、レクリエーションとして少人数で遊ぶ過ごし方もある。 
サ）週末帰宅、合同療育 

 子どもにとって家庭は大切なものという考えから、週末は自宅へ帰宅することを家族へ勧めている。長期

間自宅に帰らないことで家族の中に自分の居場所がなくなってしまうことを防ぐ目的がある。学校の連休に

合わせ、週末は家庭で過ごし、家族と触れ合うことで自分の居場所を自覚し、安心感を持つことができる。

スタッフは外泊を通して家族とかかわり、情報交換や生活指導を行い、発達を支援している。 
 外泊しない・できない子ども達に対しては、さみしい思いをしないように、医療棟も含めた 3 棟合同で、

虹の丘ハウスに隣の家にお泊りに行く感覚で、お泊りして一緒に過ごす合同療育が実施されている。 
 
（3）ユニットケアにおける利点と今後の課題 

①利点 

 ユニットケアにおける利点として、以下の 3 点にまとめた。 
 ア）子どもの住まい形態の脱施設化 
 イ）愛着形成を育む暮らし 
 ウ）子どもらしさを重視した生活 
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 施設に入ることを収容という表現を使うことが多いが、ユニットケアの施設では、収容でも入所でもなく、

「住まい」という形態がそこにはあった。収容という表現を使用する時、そこにいる人々は、監視者と収容

者という関係性になる。医療福祉の施設に換言すると、ケア提供者（医療者）と利用者（患者）という関係

性である。しかし、ユニットケアにおいて、その場は子ども「住まい」という空間になることによって、双

方の関係性は人間の集団生活における大人と子どもという関係性を構築できるのではないかと考えた。 
 子どもは障害があるために、言うまでもなく様々なケアや支援を必要とする。ケアや支援が前提にあると

それは、単に利用者という枠組みを逸脱しない。しかし、ユニットケアを行い、子ども中心の生活を営むこ

とができる。子どもの「住まい」の中の「暮らし」支えていることで、スタッフは「親ではないが、身近で

信頼できる（子どもにとっては、地域のお姉さん、おじさんのような感じか）」大人として、そこに存在して

いた。これは、家庭のなかで家族と一緒に育つことができない施設の子どもとっては、社会性を育み、また

愛着形成を促進するうえで、とても重要なことではないかと考える。 
 また、ケアを実施するスタッフ側に立ってみると、木がふんだんに使われた建築構造であったり、医療機

器は目に触れない場所に隠されたりしていることで、「施設職員」としての固定観念に縛られることなく、そ

こで生活する子どもを育む一人の大人として関わることができるのではないかと考える。熊本県こども総合

療育センターの職員の一人が「施設内がとてもあたたかい味を醸し出した建築なので、私たち職員も穏やか

な気持ちで子どもたちに接することができます。環境が穏やかだと、子どもも穏やかになります。ここは施

設ではなく、大きな家だと思います。大きな家で一人一人の子どもを大切に育てるという感覚で仕事するこ

とができているのは、幸せなことだと思います」と語っていた。 
これは、施設特有の時間やルーティンなど「施設だから」という観念に職員が縛られないということであ

り、子どもの個別性の理解や潜在的な能力の発揮を延ばすためのアセスメントや工夫ができやすい環境で仕

事ができるのではないかと推察した。 
 
（4）今後の課題 

①職員の勤務体制の工夫 

 ユニットケアで子ども中心の暮らしを支えるためには、職員の勤務体制が大きな懸念事項になる。一般家

庭で育つ子どもの生活リズムに合わせると、入浴の時間は必然的に夕食後になり、その時間帯に職員配置を

多くしなければいけない。また、あたたかな食事環境を提供しようと考えると、朝、昼、夜に多くの人出が

必要となる。以上のことを鑑みると、どうしても変則勤務が多くなることが否めない。これには、勤務する

職員の理解と協力が必要不可欠である。 
②安全管理上の問題 

 厚生労働省科学研究事業「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」の平成 28 年度研究報告書

の自由記述にも記載があったが、ユニット化すると、必然的に施設内に死角が存在することになる。子ども

の障害が重度化すればするほど、安全管理の問題が謙虚になってくることが予想される。 
 この問題を打破するためには、身体的な障害が重度な子どもには生体モニターを 24 時間装着したり、行

動障害が重度な子どもには監視カメラの設置や居室に鍵などの設置も検討されるかもしれない。これらは、

子どもの人権擁護の観点から決して好ましいと言える対応ではないが、前述したように職員の変則勤務など

によって「やむをえない」状況が発生することは十分に考えられるので、このような対応を講じなければな

らない場面が生じる可能性がある。 
③感染症発生時の対応の難しさ 

 ユニットケアにすると感染発生時に、個室管理が可能であるため管理が容易であると考えがちである。し

かし、医療棟のベッド数には限りがあり、感染者全員の対応ができるとは限らない。また、共有エリアも存

在するため、感染拡大をどのように阻止していくかは大舎施設同様、検討が必要となる。 
 
以下に、福祉型と医療型の障害児入所の「大舎制」と「小舎（ユニットケア）制」の比較を表にした。 
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 大舎制と小舎制の比較 【福祉型障害児入所施設（あさひが丘学園）】  
 大舎 小舎 小舎化メリット 

居室人数 定員 40 名 
1 棟 20 名が 2 棟 
居室は 2 名～4 名 

定員 28 名 
1 ユニット 7 名が 4 ユニット 
居室は全室個室 

・大舎制時は「大勢の職員」が「大

勢の子どもの集団」を相手に支援し

ていたが、ある程度固定化した職員

で少ない人数の子どもたちに対応

することが可能となった。 
職員体制 1 棟 8 名～9 名 各ユニットに固定職員 3 名 

ユニット間の兼務職員 2 名 
・子どもとの個別的な関係を築き

やすくなり、子どもの小さな成長や

変化に気づきやすくなった。 
・関係性の三大要素「安定感（安心

感・安全感）」「信頼感」「満足感」が

得られるような関係性を築きやす

くなった。 
生活 ＜食事＞ 

併設の障害者支援施設

と共同の大食堂で利用

者・職員合わせて 100
名程度が同時間帯に食

事を摂る。 
 
 
＜誕生日祝い＞ 

何人かまとめて祝う。 
 
＜掃除など＞ 

職員が行う。 
 
 
 
＜入浴＞ 

大浴場で 10 名程度、毎

日固定時間で入浴 

＜食事＞ 

厨房で調理された料理をユニ

ットに運び、７～9 人の少人数

で食べる。 
月 2 回は子どもたちがメニュ

ーを考えて、地域のスーパーで

食材を購入し、職員と一緒に作

る。 
＜誕生日祝い＞ 

その子どもの誕生日にその子

だけのお祝いをする。 
＜掃除など＞ 

掃除用品などの日用品を職員

と子どもが地域のスーパーで

購入する。掃除は当番を決めて

職員と一緒に行う。 
＜入浴＞ 

1～2 名が 16 時～20 時で好き

な時間に入浴でき、好きな入浴

剤等を入れるようになった。 

・ご飯を炊く、パンをトースターで

焼いて食べる、冷たくなった食事を

電子レンジで温める、食器を洗うな

ど、普通の家庭で行われていること

ができるようなった。 
・大舎時は一人一人の子どもが大

きな集団の中に埋没し、自分の生活

を十分に認識できないままに日々

の暮らしが営まれていたが、ユニッ

ト化以降は子どもたちが生活の中

でさまざまなことを経験し、生活ス

キルを身につけ、自分自身の生活を

実感しながら生活していく。 
・生活の場が、安心感・満足感・安

らぎを与える心地よい空間であれ

ば、子どもは自分が大切にされてい

るというメッセージを感じ取るこ

とができ、生きているという実感を

味わうことができる。 

空間 大部屋（2～4 名）での

生活 
全室個室＋リビング＋ダイニ

ングでの生活が中心 
・一人になれる空間の確保が精神

的な安定をもたらす。 
・自我形成に欠かせないプライベ

ートな空間（個室）と、集団生活体

験を通じて社会化の発達を促すパ

ブリックな空間（リビング・ダイニ

ング等）をバランスよく配置する。 
職員意識 集団の中の子どもを全

体的に見る 
 

ユニットに固定した職員が、少

人数の子ども一人一人に向き

合う 
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【医療型障害児入所施設】 

大舎：心身障害児総合医療療育センター整肢療護園 小舎：熊本県立こども総合療育センター  

 大舎 小舎 小舎化メリット 

居室人数 長期療養病棟：定員 37 床 
居室は 5 部屋 
１部屋につき 4～9 名 

医療と生活を分離：60 床 
医療棟：12 床 
母子棟：8 床 
生活棟：20 床（床生活） 
生活棟：20 床（車いす） 

・子どもの達の生活パターンに応

じたグループ化 

職員体制 看護師、保育士、児童指導

員、看護助手 
 
看護師：2 交替＋変則勤務 
夜勤は看護師 2 名、準夜勤

に保育士 1 名 

看護師、保育士、児童指導

員、看護助手 
 
看護師：3 交替＋変則勤務 
夜勤は入所棟全体で 4 名 
（医療棟 2 名、生活棟各 1
名） 

・子どもの生活の時間に合わせた

職員の人員配置（ドーナツ勤務体

制） 
 

生活 ＜食事＞ 

厨房で調理された食事を職

員が配膳し、子どもは食堂

で一斉に食べる。 
摂食障害がある子どもで、

食事に時間がかかる子ども

は、冷めた食事を食べるこ

とが多い。 
自立児は、少し遅れて食堂

に来て、自分たちだけで食

べているので職員との関わ

りが少なく、また冷めた食

事を食べていることが多

い。 
＜入浴＞ 

週 2 回、昼食後から全員で

入浴する。 
重症児が増えたため、13 時

半～17 時までかかり、職員

の身体的負担が大きい。 
自立児の数名は、好きな時

間（夜間）に入浴するが、職

員がいないので目が行き届

かない。 
＜日中の過ごし方＞ 

重症児は 2 つの居室（5～6
名）で職員が一人つく。 
多動児は 1 つの居室（5 名）

＜食事＞ 

厨房で調理された食事をサ

テライトキッチンに運び、

栄養士が一人ひとりの子ど

もに配膳する。受け渡し窓

口から子どもが直接受け取

ることもできる。 
デザートは食べる直前ま

で、ショーケースに入れて

冷たいまま食べることがで

きる。 
夕食時間は 18 時からであ

り、ゆっくりと少人数であ

たたかな雰囲気で食べる。 
＜入浴＞ 

週 3 回、18 時から入浴して

いる。この時間帯に職員が

多く配置されているため、

子どもはゆっくりと入浴す

ることができる。 
浴室は一般家庭をイメージ

して設計されているため、

将来的な自立訓練の場にも

なっている。 
＜日中の過ごし方＞ 

リビング・談話コーナー・ウ

ッドデッキなど、空間分け

がされていて、どの場所で

・20 名の小規模生活単位なので、

子どものその日その時間の気分

や体調を拾い上げることができ

る。 
・個人が持っているペースやリズ

ムを出来る範囲で許容できる。 
・自己決定し、自分の生活をコン

トロールする力を育むことが出

来る（生活リズムの獲得）。 
・サテライトキッチンがあること

で、生活感のある家庭的な雰囲気

の中で食事提供ができ、調理過程

を見たり匂いを感じたりするな

ど、食育としての効果もある。 
・生活の場が生活訓練の実践の場

となり、掃除や洗濯・後片付けな

どの生活行為を行う子どもが増

えた。 
・お手伝いをする子どもが増え

た。 
・自主的行動が増える。 
・子どものための時間を有効に使

えるようになる。 
・ADL が向上する。 
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で、職員が一人つく。 
自立児は、学習室などで過

ごす。 
その他の子どもはプレイル

ームに集めて（10～15 名程

度）、3～4 名程度の職員が

看る。 

どのように時間を過ごすか

は子どもが決める。 
 

空間 自立児：居室もしくは食堂、

学習室で過ごす 
多動児：多動児部屋で過ご

す 
重症児：居室で過ごす 
 
プレイルームは常に多くの

子どもたちがいるため賑や

かである。 
職員は、大勢で集団の子ど

もたちを看ているため、常

に「～した？」などの介助や

ケアの実施確認を行う声が

飛び交う。 
プレイルームでは、水分補

給に時間を費やすことが多

い。 

多くの人が集まる空間で過

ごす子どもや、大きなパブ

リックスペース（リビング）

で過ごす。 
「少しだけ集団の雰囲気に

触れていたい子どもは、各

個室の出口に設計してある

セミパブリックスペースで

過ごす。 
一人で過ごしたい子ども

は、個室である自室で過ご

す。 

・水平な関係（子ども⇔大人）の

個性同士で、向き合うことができ

る。 
・家庭的な雰囲気でホッとする安

らぎの気持ちが子どもに生まれ

る。 
・生活空間を区切り、居場所を作

り出すことで、場面を考えて行動

したり、子ども同士の関わりが増

える。 
 

職員意識 ・多くの職員で多くの子ど

もを同時に看ているので、

全体は見渡しながら子ども

に関わることになり、一人

ひとりとじっくり関わるこ

とができていない。 
・食事介助中も多くの子ど

もをいっぺんに介助してい

るので、落ち着いた環境で

子どもの食事介助ができな

い（他児に呼ばれたり、ケア

で食事介助が中座すること

が多い）。 

・子どもの傍にいる時間が

増え、問題や変化に早く気

づくことができる 
・子どもの個別性を意識で

きる 
・子どもと一緒に考えるこ

とができる 
・子どもの気持ちや意思を

尊重し、見守り、待つことが

できる 
・自分の都合で業務をしな

くなった 

・子どもの意思に寄り添うことが

できる 
・子どもが何を考え、何を欲求し

ているのか気持ちを拾い上げ、そ

れに対して選択肢を提示したり、

適切なサポートを提供すること

ができるようなる。 
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報告各論・資料　５

　　　　　　　ユニットケア型の医療型障害児入所施設を目指して
　
　　　　　平成29年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学研究事業）研究
　　　　　　　障害児入所支援の質の向上を検証するための研究：
　　　　　　　　　心身障害児総合医療療育センター 研究会

　　　　〜 熊本県子ども総合療育センター、舞鶴子ども療育センターを中心に 〜

研究協力者   山脇 博紀 (筑波技術大学 産業技術学部総合デザイン学科) 

　建築の観点から、先行する高齢者施設のユニットケアを参考に、小規模グループで生
活をおこなう「住まい型」障害児入所施設の空間を提案し実践（医療型障害児入所施
設；熊本子ども総合療育センター、舞鶴子ども療育センター）した経験を検証したの
で、研究会での福祉型障害児入所施設での小規模グループケア（ユニットケア）実践に
ついての検討を踏まえて報告する。
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健康状態

活　動

環境因子

参　加

個人因子

心身機能
身体構造

※「健康状態」「心身機能・身体構造」を改善するのが医療、
福祉は「活動」「参加」の場そのもので且つ、「活動・参加」
の質（QOL）を向上しようとする全ての働きかけ

報告各論・資料　６

（著者および 協会の許可を得て、引用 転写しています。写真、図の一部は、本報告書ファイルサイズ調整のため削除しています。）
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※障害者自立支援法（2006）以前の障害児・者入所施設体系 ※現在の障害児・者入所施設体系

医療法

重症心身障害児施設 療養介護施設 障害者支援施設

医療型
障害児入所施設

福祉型
障害児入所施設

施設入所支援
＋

日中活動の場

重症心身障害児施設

肢体不自由児施設

第一種自閉症児施設

更生施設（身体・知的）

授産施設（身体・知的）

療護施設（身体）

第二種自閉症児施設

知的障害児施設
盲児，ろうあ児施設
肢体不自由児療護施設
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࣭㝔ᶵ⬟ࠊࡣᑠඣ⛉࣭ ෆ⛉࣭ ᩚᙧእ⛉࣭ ṑ⛉ࡢ࡞እ᮶デ⒪㒊㛛᳨ᰝ㸪ᡭ⾡㒊㛛ࠊ᭦ࠊసᴗ⒪ἲ㸪

⌮Ꮫ⒪ἲ㸪ゝㄒ⒪ἲ㸪ᚰ⌮⒪ἲࡢ࡞ᐇࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁࣜࡓࡋ㒊㛛ࡿ࡞ࡽ㸬

࣭ඣ❺Ⓨ㐩ᨭࠊࡣ⌮Ꮫⓗࣜࢆࣜࣅࣁ୰ᚰࡿࡓࡋ㹙་⒪ᆺ㹛ࠊⓎ㐩㞀࠸ࡀඣࡢ᪩ᮇ⒪⫱ࢆ

入所部門
（療養介護）

入所部門
（施設入所支援）

入所部門
（医療型障害児入所施設）

特別支援学校

外来診療・手術部門
小児科・整形外科・歯科・耳鼻科等

理学療法，作業療法，言語療法，心理療法等

医療型児童発達支援事業

こども総合療育センターなど

通い

通い

療育センター、医療療育センター、医療福祉センターなど

福祉型児童発達支援ｾﾝﾀｰ

入所児・者の日常的移動

入所児・者の時々移動

在宅，地域生活児・者

児童発達支援事業

生活介護
自立訓練
就労移行支援

地域支援
相　談

（就労継続支援B）

放課後
デイサービス

リハビリテーション部門

福祉型
児童発達支援事業

日中生活の場

日中生活の場

生活介護

地域支援
相談

地域支援
相談

研　究

外来診療・手術部門
リハビリテーション部門

入所部門
（福祉型障害児入所）

放課後等デイサービス
通い（1日2往復）

学校から直接
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ࠋ࠸ከࡀࡿ࠸࡚ࡋタేࡣሙྜࡢ⒪⫱ᣐⅬタ࡞ⓗྜ⥲ࠊࡾ࠶ࡀ㹙⚟♴ᆺ㹛࠺⾜

ղ⏝⪅ྛࡢ㒊㛛⏝

࣭ධᡤඣ❺ࠊࡣᖹ᪥ࠊ≉ูᨭᏛᰯ㏻Ꮫࠊࡋ᪥୰ࠊධᡤ㒊㛛ඣ❺ࠋ࠸࡞࠸ࢇࡣ

࣭ከࡢࡃሙྜࡣ㣗୍ᗘධᡤ㒊㛛ᡠࡓࡲࠊࡾ༗ᚋࡢᤵᴗࡢⅭᏛᰯࡢࢇࠊ࡚ࡗࡼࠋ࠺ྥ

ඣ❺ࡣධᡤ㒊㛛Ꮫᰯࢆ �  ࠊࡓࡲࠋࡿࡍඣ❺ࡣ࡚ࡗࡼከ㢖ᗘ࡛ࣜ࠺⾜ࢆࣜࣅࣁⅭࣜࣅࣁࣜࠊ

㸦カ⦎㸧㒊㛛ධᡤ㒊㛛ࡎࡽ࡞ࡳࡢࡽᏛᰯࡽ┤᥋⾜ࡃሙྜࠋࡿ࠶ࡶ

࣭㐌ᮎࡣධᡤ㒊㛛࡛㐣ࡋࡋࠋࡍࡈከࡢࡃඣ❺ࡀᖐᏯࡿࡍⅭࠊ᪥୰ࡶἩࡶࡾࡲඣ❺ᩘࡣῶࠋࡿ

࣭デ⒪㒊㛛ࠋࡿ࠶࡛⛥ࡣࡇࡃ⾜㌟యࡢᡂ㛗࡚ࡏࢃྜእ⛉ⓗᡭ⾡ࡿࢀࢃ⾜ࡀሙྜࠋࡿ࠶ࡶ

㸦㸱㸧タධᡤᨭ㸦⚟♴ᆺ࣭ᡂே㸧ࡢ㒊㛛ᵓᡂ⏝ୖࡢ≉ᚩ

ձ㒊㛛ᵓᡂࡢᴫ␎

࣭㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲࡢไᗘ⌮ᛕࠊࡿ࡞ᒃᐊࢆ୰ᚰࡓࡋఫࡢ࠸ࡲሙࡢタධᡤᨭ㒊㛛ࠊ⏕ά

ㆤࡸᑵປᨭ➼ࡢ᪥୰⏕άࡢሙࡾࡼᵓᡂࠋࡿࢀࡉ

ղ⏝⪅ྛࡢ㒊㛛⏝

࣭タධᡤ⪅ࠊࡣఫࡢ࠸ࡲሙ᪥୰⏕άࡢሙࢆ ࡀࡇࡿࡍ⏕ά⾜ືࡢᇶᮏࠋࡿ࡞᪥୰⏕άࠊࡣ

ከᵝ࡞ᒇෆ✵㛫ࢆ㞀࠸ࡀ⛬ᗘ࡚ࡏࢃྜࠊ࠺タእ㒊ฟࡶࡇࡿࡅከࠋ࠸

࣭᪥୰⏕άࡢሙࡣᆅᇦࡢ㞀ᐖ⪅ࡢ⏝ࠊࡾ࠶ࡶእ㒊ࡢࡽධ㤋୍ࡿ࠶ࡀ᪉࡛ࠊᆅᇦࡢ㞀ᐖ⪅ࡀఫ࠸ࡲ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀᕤኵࡢୖ⏬ィ࠺ࡼ࠸࡞ࡲ㎸ࡾධሙࡢ

㸦㸲㸧⚟♴ᆺ㞀ᐖඣධᡤタࡢ㒊㛛ᵓᡂ⏝ୖࡢ≉ᚩ

ձ㒊㛛ᵓᡂࡢᴫ␎

࣭ᇶᮏⓗ࡞ᵓᡂࠊࡣධᡤ㒊㛛ඣ❺Ⓨ㐩ᨭᴗ࡛ࠋࡿ࠶ᨺㄢᚋేࡢࢫࣅ࣮ࢧࢹタࠋࡿ࠶ࡶ

࣭ከࡢࡃሙྜࠊ㞄ᆅࡣ࠸ࡿ࠶㏆㞄≉ูᨭᏛᰯࠋࡿ࠶ࡀ

࣭⫋ဨࡢ㒊㛛ࡣ࡚ࡋᆅᇦᨭ㸪┦ㄯ㒊㛛ࠋࡿ࠶ࡶ

ղ⏝⪅ྛࡢ㒊㛛⏝

࣭タධᡤඣ❺ࠊࡣධᡤ㒊㛛≉ูᨭᏛᰯࢆ ࡿࡍ⏕άࢆᇶᮏ୍ࠋࡿࡍ᪉࡛ࠊඣ❺Ⓨ㐩ᨭ

ᴗ㒊㛛ࢆタධᡤඣ❺ࡀ⏝ࡿࡍࠋ࠸࡞ࢇࡣ

࣭㐌ᮎࡣ⮬Ꮿᖐࡿඣ❺ࡀከ୍࠸᪉࡛ࠊᥐ⨨ධᡤࡢ࡞ඣ❺ࡣタṧࠋࡿ

���� ධᡤඣ࣭⪅ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡢ

タࢫࣅ࣮ࢧࡢࢀࡒࢀࡑ᪉୍࡛ࠊࡀࡓࡋ⌧ᐇࡣ༢⣧ࡢయ⣔ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣไᗘᨵṇࡓࡋ♧ᅗ㸰࡛ࠉ

ࠊࡇࡿࡍᥦ౪ࢆά⎔ቃ⏕࡞㐺ṇࡾࡼࠊࡋᑐከᵝᛶ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞ࡇࡍቑࡣከᵝᛶࡢ⪅⏝

ᑠつᶍ༢࡛⏕άࠊࡤࢀࡍ៖⪄ࢆ࡞ࡇࡿࡍᅇ㑊ࢆᨾࡿࡼΰᅾࡢ⪅㞀ᐖඣ࣭ࡢᛶ≉ື⾜ࡿ࡞␗

ࠋࡿ࠼ゝࡿ࠶ⓗ࡛⌮ྜࡀࡇࡿࡍᆺධᡤ✵㛫ࢺࢵࢽࣘࡿࡍ

ᅗ㸲ࠉ⒪㣴ㆤࡢ㺖㺼㺷㺎㺩㺽㺻㺖㺼

㸦㸯㸧⒪㣴ㆤタ

ຊ⬟ࡢື⛣ࡓࡗἢศ㢮ᐃ⩏㸦ᶓᆅศ㢮㸧ࡢ㞀ᐖ⛬ᗘࠉ

ࠋࡿ࠶ⓗ࡛⯡୍ࡀࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡢࡘ㸱ࡿࡼ

࠙㉸㔜ᚰࣉ࣮ࣝࢢࠚ㸸㓟⣲⒪ἲࠊ྾ᘬࡢ➼ࢣ⒔〟ࠊᖖ

་⒪ࢆࢣせࡿࡍ㸬ከࡢࡃሙྜୖࢻࢵ࣋ࡣᐷࡾࡁࡓ㸬

㸬⛣ື⬟ຊࡿࡍ᭷ࢆ㸸ᙉᗘ⾜ື㞀ᐖࣉ࣮ࣝࢢࠚ㔜ᚰࡃື࠙

ᚲせ㸬ࡀ㓄៖࡞ᑐே㊥㞳ࡸቃ่⃭⎔ࡀ࠸㧗ࡣ

࠙㔜ᚰࣉ࣮ࣝࢢࠚ㸸ᖹᗙࡸ㌴᳔Ꮚ➼࡛࡛ࡀື⛣ࡾࡃࡗࡺ

㸬ࡿࡁពᛮ㏻࡛ࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ᑀࠊࡁ

㸦㸰㸧་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ

⾜⛣ࡢ⫱ᐙᗞ⒪⫱࣭ᆅᇦ⒪ࠊࡣᪧ⫥య⮬⏤ඣタࠉ

ⓗ▱ࠊࡋῶᑡࡣ㹙㸦㔜ᗘ㸧⫥య⮬⏤ඣ㹛ࡿࡺࢃ࠸ࡾࡼ

簡単な計算可

簡単な
文字・数字を理解可

簡単な
色・数を理解可

簡単な言語理解可

言語理解不可

寝
返
り
不
可

寝
返
り
可

座
位
保
持
可

室
内
移
動
可

室
内
歩
行
可

戸
外
歩
行
可

超重心
動く重心

重　心
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㞀ᐖࡾ࠶ࡀ་⒪ࡶࢣせࡿࡍ㔜ᗘࡢᚰ㌟㞀ᐖඣࡀቑຍࡍ

㹙ᥐࡢ㣴ㆤⓗධᡤ࡞ᅔ㞴ࡀ⫱ᐙᗞ⒪ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ഴྥࡿ

⨨ඣ❺㹛ࡶቑຍࡿ࠸࡚ࡋࠊධᡤ⪅☜ಖࡢ⤒ႠⓗほⅬ

ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡶධᡤࡢ❺ඣࡿ࠶ࡢ㹙⾜ື㞀ᐖ㹛ࡽ

࠙⫥య⮬⏤ඣ㸪ᥐ⨨ඣ❺ࣉ࣮ࣝࢢࠚ㸸ẚ㍑ⓗ㍍ᗘ࡞㞀ᐖ

ඣ࡛ࡸື⛣ࠊពᛮ㏻ྍࡀ⬟㸬ᖺ㱋ࡸయ᱁ᕪࡿ࠶ࡀ㸬

࠙㔜ᗘᚰ㌟㞀ᐖඣࣉ࣮ࣝࢢࠚ㸸㓟⣲⒪ἲ➼ࡢ་⒪ࢆࢣせ

ᮇධ▷ࡓࡋⓗ┠ࢆ⌮⟶యㄪࡢᡭ⾡๓ᚋࠊࡢ❺ඣࡿࡍ

ᡤ࣭ධ㝔࡛ධᡤࡿࡍඣ❺ࣉ࣮ࣝࢢ㸬

࠙⾜ື㞀ᐖࣉ࣮ࣝࢢࠚ㸸ከືഴྥࠊࡾ࠶ࡀᑐேࡀࣝ࢟ࢫᮍ

㸬ࡿࡍせࢆㄪᩚࡢ㛵ಀࡢඣࡵࡓ࡞⇍

ձ⇃ᮏࡶࡇ⥲ྜ⒪⫱ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡢ࣮ࢱࣥࢭ

་⒪ⓗࢣ㔞⛣ື≉ᛶࡾࡼ㸲ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡘ㸬

࠙⏕άࣘࢺࢵࢽ $ ࢆᖹᗙࠊࡃ࡞ᑡࡀ㢖ᗘࡢࢣ㸸་⒪ⓗࠚ

㸬ࡶⓎ㐩㞀ᐖඣࡿࡁ࡛⾜ඣ❺㸬Ṍࡢᗘ⛬ࡿࢀྲྀ

࠙⏕άࣘࢺࢵࢽ % ㌴ࠊࡃ࡞ᑡࡀ㢖ᗘࡢࢣ㸸་⒪ⓗࠚ

㔜ᗘഴྥ㸬ࡶࡾࡼඣ❺㸬㹙$㹛ࡍࡈ㐣࡛ࢻࢵ࣋ࡸࢫ

࠙་⒪Ჷ ᡭ⾡๓ᚋ࡛་⒪ⓗࠊ❺ඣ࠸ከࡢࢣ㸸་⒪ⓗࠚ

ࡢࢺࢵࢽάࣘ⏕ࠊࡢඣ❺㸬ᡭ⾡┠ⓗධᡤ࡞ᚲせࡀ⌮⟶

ඣ❺ࡢ▷ᮇⓗ㌿Ჷࡿ࠶ࡶ㸬

࠙ẕᏊᲷ 㸸ẕᏊධ㝔ࠚ

ͤከືࡸ⮬ᕫ่⃭⾜ືࡿ࠶ࡢඣ❺▱ⓗ㞀ᐖ࠸↓ࡢඣ❺

⾜ࡀ⫱⒪࡞㐺ษ❺ඣࡿ࠶ࡢ㞀ᐖື⾜ࠊ࡛ࡿࡍΰᅾࡀ

㸬࠸ࡃࡁᒆࡁ

ղ⯙㭯ࡶࡇ⒪⫱ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡢ࣮ࢱࣥࢭ

㞀ᐖ≉ᛶධᡤ┠ⓗࡾࡼ 㸬ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡘ�

࠙⏕άࣘࢺࢵࢽ $ ⮬య⊫࡛⬟ྍࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸸ࠚ

ᚰ㌟㞀ᐖඣ㸬ࡢ㔜ᗘࡢຓࡰࡀάືࠊࡸ❺ඣࡢ⏤

࠙⏕άࣘࢺࢵࢽ % ࡸከືࠊࡾ࠶ࡀⓎ㐩㞀ᐖࡢ࡞㸸⮬㛢ࠚ

⮬ᕫ่⃭⾜ືࡢ࡞⾜ື㞀ᐖࡿࢀࡽࡳࡀඣ❺㸬

࠙་⒪ࣘࢺࢵࢽ ≉㸦࣮ࢱࣥࢭ་⒪ࡿࡍ㸸㞄᥋ࠚ 1,&8㸧

㌿㝔ඣ❺㸬ࡢ᭷ᮇ㝈ࡢࡽ

ㆤ⫋ဨ┳≉ࠊࡾ࡞␗ࡃࡁࡀෆᐜࢣ㛫࡛ࢺࢵࢽࣘͤ

యไࢣࡢ➼ࢺࣇࢩࡸ↓᭷ࡢ㸭ඣ❺ᢸᙜไࢺࢵࢽࣘࡢ

㸬ࡿࢀࡽࡵồࡀࡿࡍ㆟ㄽ༑ศ๓ࡣ࡚࠸ࡘ

㸦㸱㸧㞀ᐖ⪅ᨭタ

࣮ࣝࢢ࡚ࡗࡼ㞀ᐖ≉ᛶ࡛ୖࡢࡑࠊࡋ๓ᥦࢆࡅዪศ⏨ࠉ

ࢸࣇ࣮ࢭࡢ⪅㞀ᐖࡢ㔜ᗘ࡞ᅔ㞴ࡀᆅᇦ⏕άࠋࡿࡍࢢࣥࣆ

⾜ࡣ㞀ᐖࡢ⪅ධᡤࠊ୰࡛ࡿ࡞ࡃᙉࡀᙺࡢ࡚ࡋࢺࢵࢿ

ືຓࡶせࡿࡍ㔜」㞀ᐖࡸᙉᗘ⾜ື㞀ᐖ࡞㔜ᗘഴྥ

ࡅศࢆࣉ࣮ࣝࢢ㞀ᐖື⾜ࣉ࣮ࣝࢢࢣ་⒪ࠊࡾ࠶

ࠋࡿࢀࡽぢࡶࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡢ⒪㣴ㆤタྠᵝࡿ

㸦㸲㸧⚟♴ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ

ࢀࡉ࡞ࡀࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡿࡼ㞀ᐖ≉ᛶ࡛ୖࡢࡅዪศ⏨ࠉ

ᅗ㸳ࠉ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタࡢ㺖㺼㺷㺎㺩㺽㺻㺖㺼

入所期間

障
害
の
重
軽

長

重

短

軽

入院児
（医療）

母子入院

重度
心身障害児

措置児童

進行性
障害児短期入所児

繰返し入所児

医療棟

母子棟

生活ユニット A

生活ユニット B

肢　体　不　自　由

知
　
的
　
障
　
が
　
い

重

重

軽

軽

（重度）
肢体不自由児

措置児童
進行性障害児

重度
心身障害児

重度
心身障害児

行動障害
強度行動障害

医療ユニット

生活ユニット A

生活ユニット B

ᅗ �Dࠉ⇃ᮏࡶࡇ⒪⫱㺜㺻㺞㺎ࡢ㺖㺼㺷㺎㺩㺽㺻㺖㺼

ᅗ �Eࠉ⯙㭯ࡶࡇ⒪⫱㺜㺻㺞㺎ࡢ㺖㺼㺷㺎㺩㺽㺻㺖㺼

肢　体　不　自　由

知
　
的
　
障
　
が
　
い

重

重

軽

軽

（重度）
肢体不自由児

措置児童
進行性障害児

重度
心身障害児

行動障害
強度行動障害

自立訓練 自立訓練

男　性 女　性

生活介護
（行動障害）

生活介護
（行動障害）

生活介護
（重複障害）
移動や動作等の
機能制限がある重

軽

高　齢

ᅗ ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡢタධᡤᨭࠉ�
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���㸬㓄⨨ィ⏬ୖࢺ࣏ࣥࡢ
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C2

C4 C4

外来診療部門

玄関

屋内通学動線

玄関

リハビリ部門
医療型児童発達支援

入　所
厨房

福祉型
児童発達支援

特 

別 

支 

援 

学 

校

屋外通学動線

屋
外
訓
練
動
線

入 所

療養介護
医療型障害児入所

療養介護 入 所 入 所

外来診療・管理

地域支援・
　　生活介護

特別
支援
学校

屋内通学動線
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高年齢
（高等部など）

女　子

高年齢
（高等部など）

低年齢
（小学部など）

低年齢
（小学部など）

男　子

行動障害 行動障害

重

軽
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外来診療部門

特別支援学校入　所
２階

１階

医療型
児童発達支援

特別
支援
学校

ﾃﾗｽ
屋内通学動線屋内訓練動線

特別
支援
学校

入 所
療養介護

入 所
療養介護

入 所
療養介護

4F

3F

2F

1F

入 所
療養介護

医療型障害児入所

管理・地域支援

外来診療
生活介護
医療型児童発達支援
福祉型児童発達支援
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㸦㸲㸧ศᲷᆺࡢ㓄⨨ィ⏬
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入　所
福祉型障害児入所

生活介護
日中生活の場

事務
交流

住まいの場
施設入所支援

住まいの場
施設入所支援

住まいの場
施設入所支援

入　所
福祉型障害児入所

屋外通学動線

通学

玄関

玄関 玄関

玄関

玄関
ー

・

ー

・

（施設入所支援）

住まいの場 住まいの場

住まいの場住まいの場

住まいの場

管理・事務

敷地外の
日中生活の場へ
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共用部分

施設居住部面積 ＝ 療育センターの入所部門
　生活空間面積 ＝ 施設居住部面積からスタッフ諸室とトイレ・浴室の面積を除いた面積
　共用部分面積 ＝ 生活空間面積から居室面積を除いた面積

居室構成（生活棟のみ）：4床室８室，個室８室

ﾃﾞｲﾙｰﾑ

ｻﾃﾗｲﾄ
ｷｯﾁﾝ

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

居室 (4)

居室 (4)
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居室 (4)居室 (4)

ﾃﾞｲﾙｰﾑ

医療棟 (8)

生活棟 (20)

生活棟 (20)

スタッフコーナー

ミニシンク

介護・看護兼用の作業室

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 居室 (4)

個室

個室

個室 個室

居室 (4)

居室 (4)
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居室 (3) 居室 (2) 居室 (4)

個室

学習室

ﾌﾟﾚｲｺｰﾅｰ
ﾃﾞｲﾙｰﾑ

NSｽﾀｯﾌ室

浴室 トイレ

トイレ

トイレ

トイレ

浴室

浴室

1 5 10m

居室構成：4床室６室，3床室１室，2床室１室，個室 1室

居室 (4)

個室

個室 個室

個室

ミニシンク
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ඹ⏝㒊ศ㠃✚タᒃఫ㒊㠃✚ ⏕ά✵㛫㠃✚
ᐃဨᘓタ

0 50 100
(%)

32.2

35.3

6.8

12.4

14.0

20.3

47.0

32.1

居室

共用部分（一部、廊下）

トイレ・浴室

管理諸室

7.1

19.3

熊本県こども

参考施設

⾲㸰ࠉ㸰ࡢࡘ་⒪ᆺ㞀ᐖඣタࡢ㠃✚≉ᛶࡢẚ㍑

ᅗ 㠃✚≉ᛶࡢ་⒪ᆺ㞀ᐖඣタࡢࡘ㸰ࠉ��

ᅗ 㛫ྜ✵ྛࡿࡵ༨✚ᒃఫ㒊㠃ࠉ��
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������ 㣗ᐷ㏆᥋ࡂࢁࡘࡃ✵㛫

㣗✵㛫࡛ࡣࡘ୍ࡢࢫ࣮࣌ࢫ࣮࢟ࡍฟࡾసࢆ᪥ᖖᛶࠊ㝿ࡿࡍ⏬ィ࡚ࡋሙࠖࡢ࠸ࡲఫࠕࢆධᡤ㒊㛛ࠉ

ࡢᑠつᶍ⏕ά༢ᆺࠊࡀࡓࡗ࠶ⓗ࡛⯡୍ࡀ㣗ࡢ㣗ᇽ࡛ࡣ⯋ไ㞀ᐖඣ࣭⪅タ࡛ࡢᚑ᮶ᆺࠋࡿ࠶

タࠊࡣ࡚࠸࠾ᒃᐊ㸦ᐷᐊ㸧㏆ࢺࢵࢽࣘ࠸ෆ㣗✵㛫࡛㣗ࡿࡍࢆ㸦ࠕ㣗ᐷ㏆᥋ 㸧ࠖࡀᮃ࠸ࡋࡲ

ࠋ࠸ࡓࡋウ᳨ៅ㔜ࢆ┠㡯ࡢ௨ୗࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶ࡿࡍ⌧ᐇࢆෆ㣗ࢺࢵࢽࣘࠋࡿ࠼⪄

㸦㸯㸧ࣘࢺࢵࢽෆࡢࣥࢳࢵ࢟タ⨨

⨨タࡢࣥࢳࢵ࢟ࡢෆࢺࢵࢽࣘࠊဨᵓᡂ࡛⫋ࢺࢵࢽࣘ࠸㧗ࡢ⋠ㆤᖌẚ┳ࡣ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタࠉ

ㆤ࣭┳ࠋࡿ࠼࠸ู✀タ࡞ᅔ㞴ࡣ ㆤࡧࡼ࠾ࣇࢵࢱࢫཔᡣࣇࢵࢱࢫ༑ศ࡞༠㆟ࠊࡋࢆᴗົศᢸࠊ

ㄪ⌮᪉ἲࡸ㐠ᦙ᪉ἲࡢࣇࢵࢱࢫ࣒ࢱࢺ࣮ࣃࠊ㞠⏝࡚ࡵྵࡶ࡞ྰྍࡢከゅⓗ᳨࡞ウࢆᚲせࠋࡿࡍ

ᨵయຊ࣭ᗣࠊࡋቑຍࡀ㣗㔞ࡢ❺ධᡤඣࡽࡿࡁ࡛ࡀ㣗ᑐᛂ࡞ࡸ⣽ࡵỴࡣタ⨨ᚋࠊࡋࡋ

ၿࡀㄆࡢࡿࢀࡽࡵࠊࡓࡲࠋ⠂ࡢࣉࢵࢥࡸ‽ഛࠊ㓄⮃ࡢᡭఏࠊ࡞࠸ᚑ᮶ࡢタࡓࡗ࡞ࡣ⏕

ά⾜Ⅽࡢ࡞ࡿࢀࡲ⏕ࡀ࡞ࡁⅬࠋࡿ࠶ࡶ

࣭⇃ᮏࡧࡼ࠾⯙㭯ࡶࡇࡢ⒪⫱ࢺࣛࢸࢧࠕࡣ࡛࣮ࢱࣥࢭཔᡣࠖࠊ࡚ࡋཔᡣࡀࣇࢵࢱࢫ㐠⏝ࠋࡿࡍ

㏱᫂ᛶࢆ㧗࡚ࡵどぬⓗࡿࡍࢆ่⃭࡞ࠊᡬࢆ✚ᴟⓗ㛤ᨺࡋໝ࡛࡞࠸Ⴅぬࠋࡿࡍ่⃭ࡶ

࣭⤒⟶ᰤ㣴⏝ࢆ࣮ࢱ࣮ࢤࣜࡿࡍὙίࡿࡍⅭࠊࢡࣥࢩࢽ࣑ࡢᰤ㣴ࢆಖ⟶ࡢࡵࡓࡿࡍ෭ⶶᗜࠊࡣ

┳ㆤᖌࡀ⏝࡛࠺ࡼࡿࡁタ⨨࣭㓄⨨ࡿࡍⰋࠋ࠸

四人室

ユカザコーナー

ユカザコーナー
（＋250）

ユカザコーナー
（＋250）

四人室

四人室
（＋250）

四人室
ﾃﾗｽ

ﾃﾗｽ

ﾃﾗｽ

ﾃﾗｽ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ処置室

個室

個室

個室
（＋250）

個室
（＋250）

個室

個室
ADL室

個室

個室 個室 個室 個室

浴室

浴室

坪庭

ｻﾃﾗｲﾄｷｯﾁﾝ

サテライトSS生活ユニットA 生活ユニットB

医療ユニット

スタッフステーション

個室 個室 個室 個室

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ

個室

個室

個室

個室

ICU 器材室 休憩室

【肢体不自由児ユニット】（22名） 【行動障害児ユニット】（8名）

【医療ユニット】（5名）

┿ ࡶࣇࣥ࢝ࢫ࣮ࢣࡶࡾ㏦⏦ࠉ�

㸬࠺⾜㸧࡛ࢢࣥࣅඹ⏝✵㛫㸦ࣜࠉ

┿ པᡣࢺࣛࢸࢧࡿࢀ㛤࡚ࡋᑐ㣗ᇽࠉ� ┿ ࢡࣥࢩࢽ࣑ࡿࡁ࡛⏝ࡀ➼ㆤᖌ┳ࠉ�

ඹࠊ⇃ᮏࡶࡇ⥲ྜ⒪⫱࣮ࢱࣥࢭ

ᅗ ࢺࣛࢸࢧࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫࣇࢵࢱࢫࠉ�� 66㸦⯙㭯ࡶࡇ⒪⫱㸧ࠉࠉࠉ

ࢺࣛࢸࢧͤࠉࠉ 66 ࡢဨ⫋ࢺࢵࢽάࣘ⏕ࡣ 3& ಖ⟶ሙᡤࡢㆤグ㘓┳ࡸ
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テラス

食堂

屋内階段

スタッフ室

スタッフ
室3

居室

洗面

WC

小上がり

小上がり

ﾃﾞｲｺｰﾅｰ

ﾃﾞｲｺｰﾅｰﾃﾞｲｺｰﾅｰ
食堂 食堂 ｷｯﾁﾝｷｯﾁﾝ玄関 玄関

脱衣
浴室

脱衣 浴室

ハウスE

ハ
ウ
ス
F

ハ
ウ
ス
C

ハウスD

イスザのデイコーナーと
ユカザの小上がりが隣接している

デイコーナーが
扉で閉じられる

㸦㸰㸧ࡂࢁࡘࡃ✵㛫ࡢィ⏬

ከࡶ➼ࢻ࣮ࣆࢫࠊᗘ❧⮬ࡢ㣗ࠊ㣗ᙧែ࠸కࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ከᵝ࡛ᐇࡣ㞀ᐖ⛬ᗘࡢ⪅ධᡤඣ࣭ࠉ

ᵝ࡛ࠋࡿ࠶㣗ࡓࡗࢃ⤊ࡀඣ࣭⪅࡞⏤⮬ࡀ㐟ࡿࡍ⾜⛣➼ࡂࢁࡘࡃ࣭ࡧⅭࡓࡲࠊࡶ㣗࡚࠸⥆ࡀ

ࠋ࠸ࡓࡅタࢆ㛫✵ࡂࢁࡘࡃࡢ㣗✵㛫௨እࠊࡶⅭࡿࡅ⥆ࡳ⤌ࡾྲྀ㣗࡚ࡋ㞟୰ࡀ⪅ඣ࣭ࡿ࠸

ᮅ㣗࣭ࠊ≉ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡾ࡞ࣛࣂࣛࣂࡶື⾜ࡢ㣗ᚋࠊከᵝ࡛ࡶ❺ඣࡢ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタࠉ

㣗ᚋࡣⓏᰯ‽ഛࡢࡁືࡾ࠶ࡀ࡞ከ࠸㛫ᖏࠊ࡛ࡢࡿ࡞㣗ࡓࡗࢃ⤊ࡀඣ❺ࡣ㣗✵㛫ࡽ㏿

ࠋ࠸ࡓࡋ㓄៖࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ⥆ࢆ㣗࡚࠸╔ࡕⴠࡀ❺ඣࡿࡍせࢆ㛫࡛࡞㣗ຓࠊࢀ㞳ࡸ

ࡘࡃ㣗✵㛫ࠊ࡚ࡋ㓄៖ࡢᵝྠグタධᡤᨭୖࠊࡣ࡚࠸࠾ࢺࢵࢽ㞀ᐖඣࣘࡢ࡞ከືࠉ

ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿࡍタᐃูࢆ㛫✵ࡂࢁ

ᅗ 㸧࣮ࢱࣥࢭ⫱⒪ࡶࡇ㛫㸦⯙㭯✵ࡂࢁࡘࡃࡢ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタࠉ��

四人室

ユカザコーナー

ユカザコーナー
（＋250）

ユカザコーナー
（＋250）

四人室

四人室
（＋250）

四人室
ﾃﾗｽ

ﾃﾗｽ

ﾃﾗｽ

ﾃﾗｽ

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ処置室

個室

個室

個室
（＋250）

個室
（＋250）

個室

個室
ADL室

個室

個室 個室 個室 個室

浴室

浴室

坪庭
ｻﾃﾗｲﾄｷｯﾁﾝ

ｻﾃﾗｲﾄSS

個室 個室 個室 個室

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ

個室

個室

個室

個室

【肢体不自由児ユニット】（22名） 【行動障害児ユニット】（8名）

【医療ユニット】（5名）食事介助中でも
児童の様子を見守ることができる

食事のすぐ傍で過ごすことができる
スタッフから
ちょっとだけ身を隠せる

行動障害児ユニットは、
空間を分けつつ見守りができる関係に配置

ࢆᛶ≉ື⾜ࡢ࡞࠸࡞᪉࡚ࡗ࡞Ẽࡀ࡞㣗‽ഛࠊࡣ㞀ᐖ⪅ධᡤᨭタ࡛ࡢ᪉⚟♴ᆺ୍ࠉ

᭷ࡿࡍ⏝⪅ࡿ࠸ࡀሙྜࡀከࡢࡇࠋ࠸ሙྜࠊ㣗ᇽ࡚ࡋ⏝ࡿࡍඹ⏝✵㛫௨እࡢᒃሙᡤࠊࡀ㣗ᇽ

どぬⓗ㞳ࡿ࠸࡚ࢀ✵㛫ࡀ᭷ຠࡿ࡞ሙྜࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶᒃᐊࡢά⏝᳨ࢆウࡿࡍᚲせࠋࡿ࠶ࡀ

⥴୍⪅ࢆ㣗ࠊ࡛ࡇࡿࡍࣥࢨࢹ࡞⬟ྍࡀࡇࡿࡍಶᐊ࡛࡞ᡬࡣඹ⏝✵㛫ࡢࡽࢀࡇࠉ

ࣇࢵࢱࢫࡣࡓࡲࠊ࡛ࡾࡦࠊ࡚ࡋᑐ⪅⏝ࡢ➼㞀ᐖື⾜࡞ᅔ㞴ࡀࡇࡿྲྀ � ᑐ � ࡛㣗ྲྀ

ࠋࡿᚓࡾ࡞ࡶ㛫✵ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡴ⤌ࡾ

ᅗ ��㛫㸦ⱝᴋ㟷ⴥᅬ㸧✵ࡂࢁࡘࡃࡢ㞀ᐖ⪅ᨭタࠉ
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㸦㸱㸧ࡂࢁࡘࡃጼໃࢨ࢝ࣘ✵㛫㸭ࢨࢫ✵㛫

ࠋࡿ࠶ከᵝ࡛ᐇ࡞ᖹᗙࡸ⮩ࡣጼໃࡂࢁࡘࡃࠊࡋᑐࡢࡿ࠶ᗙ᳔࡛ࡰࡀ㣗ጼໃࠉ

ࡶ⪅ඣ࣭ࡢ⏤⮬య⊫ࡶ⪅ඣ࣭ࡿ࠶ࡢⓗ㞀ᐖ▱ࠊࡣᖹᗙࡢጼໃࡂࢁࡘࡃ࡞᪥ᮏேⓗࠊ≉ࠉ

⒪㣴ㆤタ࡛ࡶẚ㍑ⓗከࡃぢࡿࢀࡽጼໃ࡛ࠋࣘࡿ࠶ ࠊࡋㄆ☜ඹࣇࢵࢱࢫタࢆ౯್ࡢ㛫✵ࢨ࢝

✚ᴟⓗ᳨ウࠋ࠸ࡓࡋ

┿ Ꮫᅬ㔝Ὢ㸪ᾏ㐨⒪⫱ᅬ㸧ࡇࢃࡧ᪉㸦ࡋࡈ㐣ࡢᖹᗙ࣭⮩࡛ࡢ⒪㣴ㆤタ࡛ࠉ�

ࠋࡿࢀࢃゝࡿ࠶ࡀ⩏ពࡢ௨ୗࠊࡣࡇࡿ࠼ኚࢆጼໃࡢูࡽᆘ᳔ࠉ

࣭⏕⌮ⓗព⩏㸸➽⥭ᙇࡢ⦆ࠊ⚄⤒⣔ࡢᏳᐃࠊẼ㐨☜ಖࠊṇᖖᄟୗಁ㏻⒔〟ࠊண㜵࡞

࣭㐠ືⓗഃ㠃㸸➽ຊపୗண㜵ࠊ㛵⠇ྍືᇦࡢ㐍ᒎࢫࣥࣛࣂࠊ⬟ຊࡢⓎ㐩ࠊᡭ㊊ືྍࡢຊ࡞

࣭Ⓨ㐩ⓗഃ㠃㸸ど㔝ࡢኚࡿࡼ⎔ቃሗࡢኚࠊ⎔ቃㄆ▱ຊࡢⓎ㐩ࡸ⬟ືⓗാ࡞ୖྥࡢࡅࡁ

೫㛫✵ࢨࢫࡀά✵㛫㒊ศ⏕ࠊࡀࡿࢀࢃ⾜ࡀጼໃኚࡽⓗせồࣜࣅࣁ་Ꮫⓗ࣭ࣜ࡞࠺ࡼࡢࡇࠉ

ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋపୗࡶከᵝᛶࡢⅭ⾜ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ୖࢻࢵ࣋ࡀ⮩ࡸᖹᗙࠊࡿ

75 10025 50

㸣
100

⋠㛫ᅾ✵ࢨࢫ

75

25

50

㸣

ࣘ
࢝

ࢨ
✵

㛫


ᅾ
⋡

0

0

85.135

66.133

30.925

12.656

0.000

100.00082.48466.86132.88012.162

60.137

36.584

居室 (4)

トイレ

居室 (4)

居室 (4)居室 (4)

食事
空間

浴室

個室

個室
個室

個室 トイレ

洗面台

洗面台トイレ

H=300

ᅗ ᪉ᅗࡋࡈ㐣ࡢ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタࠉ�� 㛫✵ࢨ࢝ࣘࡢ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタࠉ��

┿ ᪉㸦⇃ᮏ㸪⯙㭯㸧ࡋࡈ㐣ࡢᖹᗙ࣭⮩࡛ࡢ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ࡛ࠉ�
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���㸬ᒃᐊࡢィ⏬ࢺ࣏ࣥࡢ

ࠊ࡛ࡇࡿసࢆ࡚ࡓ࠸ࡘ㛫ࡢእ࡚ࡗࡪࢆẟᕸࠕࠉ

ㄆ▱ⓗࠊࡣࠖࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࡞ࡾ⊃ࡳࡢ⬻ᛶࡲ

ࠋࡿ࠶ㄝ୍࡛ࡢタᢈุࡓࡗㄒࡀࡽ⮬⪅タධᡤࡢࡦ

ᒃᐊࠊࡣ㞟ᅋ⏕άࡢタ✵㛫ࡢ୰࡛⪅ࡢ㛵ಀᛶࢆ

ㄪᩚ࡛ࡿࡁධᡤ⪅᭱ࡣ࡚ࡗ㔜せ✵㛫࡛ࠊ࡛ࡢࡿ࠶

ࢆࢸࢸࣥࢹࠊࢇࢁࡕࡶࡣಖ☜ࡢ࣮ࢩࣂࣛࣉ

ಖ࡚ࡿ࠶ࡾࡺࡿィ⏬ࡀồࢫࣅ࣮ࢧྛࠋࡿࢀࡽࡵタ

ࠋࡿ࡞ᅗྑࡣ‽ᒃᐊᇶࡢ

������ ᒃᐊィ⏬ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉

㹙⒪㣴ㆤ㹛㸸ᅗ㸲࡛♧ࠊ࠺ࡼࡓࡋ⒪㣴ㆤࡢධᡤ⪅

ീࡣࡃࡁ㸱ࣉ࣮ࣝࢢศࠋࡿࢀ

ࡇ࠸㧗ࡀ㢖ᗘࡢࢣ་⒪ⓗࠊࡣ࡚࠸ࡘ㉸㔜ᚰࠖࠕࠉ

ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀ㓄៖ࡢ᭱ࡶࡉ᫆ࡋㆤ┳ࠊࡋ៖⪄ࢆ

療養環境加算
　平均で8.0㎡/床以上

医療法

療養介護施設

医療型
障害児入所施設

※6.4×2/3

福祉型
障害児入所施設

四床以下
6.4㎡/床以上

四床以下
9.9㎡/床以上

四床以下
4.27㎡/床※以上
かつ
6.3㎡以上

四床以下
4.95㎡/床以上
かつ
男女別居室

障害者支援施設

児
童
福
祉
法

障
害
者
総
合
支
援
法

୍᪉࡛ࠊඹ⏝✵㛫࡛ࢻࢧࢻࢵ࣋ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࢇࡀ࡞ື⛣ࡢヰࡸࡅࡋ㡢ᴦ࣭ࠊ࡞ࣅࣞࢸ

་⒪ⓗࡿ࡞␗ࡣࢣാࡸࡅࡁ⎔ቃ่⃭ࡢᥦ౪ࡿࢀࢃ⾜ࡀࡶ༑ศ⪃៖ࠊࡋಶู㡿ᇦࡀᙧᡂࢀࡉ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡾࡺ࡞༑ศࡿ

ಶࡣᐇࠊࡀࡿ࠶㔜ᗘ࡛ࡣ㞀ᐖࠋࡿ࠶࡛ࡁࡍ㝈ᑛ㔜᭱ࢆಶேࡢ࡚ࡋᡂேࠊࡶ࡚࠸ࡘ㔜ᚰࠖࠕࠉ

ேࡢ㊃㊃ྥࡿ࠶ࡀሙྜࡀከࠊࡃዲ࡞ࡁ㡢ᴦࢆࢆࣅࣞࢸࡾࡓࡅほࡓࡗ࠸ࡾࡓಶูࡢ⾜Ⅽࡢࡧࡢࡀ

ࡣᚋࠊࡾ࠶㐍⾜୰࡛ࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᅾᘓタ⌧ࡶ⒪㣴ㆤタࡢᐊಶᐊࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀᒃᐊࡿࡁ࡛ࡧ

✚ᴟⓗಶᐊ᳨ࢆウࠋ࠸ࡓࡋ

⪅⏝ࡿ࠶ࡢ㞀ᐖື⾜ࠊ≉ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓ⪅⏝ࡿ࠶ࡢ㞀ᐖື⾜ࡸⓗ㞀ᐖ▱ࡢ㔜ᗘࡣ㔜ᚰࠖࡃືࠕࠉ

ᅗ ‽ᒃᐊᇶࡢタྛࠉ��

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍព␃Ⅼࡢ௨ୗࠉ

࡞ሙࡢࡧ㐟ࠊࡾࡓࡏࡉ⥆㐃ᒃᐊࠊὙ㠃ࡸࣞࢺ࠺ࡼࡿ࡞ྎ⯙࠺⾜ࢆά⾜Ⅽ⏕ࡀ㛫✵ࢨ࣭࢝ࣘ

ࠋࡿࡍウ᳨ࢆ➼ࡿࡍ⨨タࢆࣅࣞࢸࡸᲴࡷࡕࡶ࠾࠺ࡼࡿ

࣭ᗋୖࠊࡋࡆ㌴᳔Ꮚ⏝⪅ࡢ᥋ゐࡢ࡞ᨾࡢ༴㝤ᛶࢆపῶࡿࡍඹࠊඣ❺ࢵࢱࢫࡶ࡚ࡗ

ࠋࡿࡅᚰࢆࣥࢨࢹࡿ࡞ࢫࣥࢲ࣮࢛ࣇ࠸ࡍࡸࡾྲྀࢆᖹᗙࡾࡼࠊࡶ࡚ࡗࣇ

࣭ᗋୖࡆ㧗ࠊࡣࡉ㌿ⴠࣜࡸࢡࢫ⛣᪉ἲ㸦ᢪࡾୖ࡛࠼ࡁୗ࡞ࡿࡍࡾ㸧ࢆ⪃៖ࡿࡍᚲせࠋࡿ࠶ࡀ

ࡣ࡛ࡶࡇᮏ⇃ࠊᯝ⤖ࡓࡋウ᳨࡛➼ࣉࢵࢡࢵࣔ ��� ࡣ࡛ࡶࡇ㭯⯙ࠊੈ ��� ᨭᏛู≉ࡢูࠊੈ

ࡣ࡛ᰯ ��� ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀウ᳨࡞ៅ㔜ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚࠸⪺ࡣᮏ࡛㌿ⴠᨾ⇃ࠋࡓࡗ࡞ੈ

ࡾ࡞ࡃ㧗ࡀᖺ㱋≉ࠊ❺ඣࡿࡍ᭷ࢆ㐠ືᶵ⬟㞀ᐖࡢ㔜ᗘ࠸࡞ࡁ࡛ࡀື⛣ᗙࡸື⛣࠸㏺ࠊ᪉୍࡛ࠉ

య᱁ࡀ࠸ࡁඣ࣭⪅ࡢሙྜࠊ⛣ࡢື⛣ࡸຓ㈇ᢸࡀ㠀ᖖࡵࡓࡿ࡞ࡃࡁ㐺࠸࡞ࡉሙྜࠋࡿ࠶ࡀ

㔜ᗘഴྥࡢタࠊࡣ࡚࠸࠾ධᡤඣ࣭⪅ീࡢᑗ᮶ண ࢆៅ㔜ࡀࡇ࠺⾜ᮃࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋࡲඹ⏝

㒊ศࢆᗋୖࡋࡆᒃᐊ࡛ࡲ㐃⥆࣮ࣜࣇࣜࣂࡣࡇࡿࡏࡉ᮲࡞ゐࠋࡿ࠶ࡶࡇࡿࡍ

⏝ࡍࡈ㛫࡛㐣✵ࢨ࢝ࣘࡣࣉ࣮ࣝࢢ㔜ᚰ≉ࠊࡃከࡣ㛫ࡿࢀࡽྲྀࡀᖹᗙࡶ⒪㣴ㆤタ࡛ࠉ

㣗ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡁࡍウ᳨ᴟⓗ✚ࡶ࡞ࢺࣇࣜࠊⅭࡿࡍせࢆຓࡣື⛣ࠊࡋࡋࠋ࠸ከࡶ⪅

ࡶᖹᗙ㸦ࡢ➼࢙ࢳࣥࣙࢩࢵࢡጼໃಖᣢලࡢ⏝ࡵྵࡶ㸧࡛ ᦤࡀࡇࡿࢀࡽከࠊ࡛ࡢ࠸ಖ ࣮࢝

ࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀὀពࡶ࡞⥺ືࡢࢺ

ࢇࡀ⪅⏝㌴᳔Ꮚࠋࡿࢀࡽぢࡃከࡣᖹᗙࠊࡶᆺ㞀ᐖඣධᡤタ࡛♴⚟ࠊ㞀ᐖ⪅ᨭタࠉ

ࠊ୍ࡀ࠸࡞ᑡࡣ༴㝤ᛶ࡞࠺ࡼࡢ་⒪⣔タࡽࡇ࠸࡞࠸ ᪉࡛ࡶ࡛࡛ࡇᖹᗙࡿࢆഴྥࠋࡿ࠶ࡀ

Ṍ⾜ື⥺ࡂࢁࡘࡃ✵㛫ࡀ㔜࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞༊ูࢆព㆑ࡓࡋィ⏬ࡀᮃࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋࡲ⋞㛵࡞ୗ

㊊ࡄ⬺ࢆሙᡤࢆ᫂☜✵㛫ࠊࡋᗋ㠃ࡢ⾨⏕≧ែࢆಖ࡚ࡿィ⏬ࠋ࠸ࡓࡋ
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┿ ᑵᐷ㸧ಶᐊࢻࢵ࣋㛫㸦✵ࢨࢫࠉ� ┿ ᑵᐷ㸧ᅄᗋᐊࢇࡩ㛫㸦✵ࢨ࢝ࣘ��

ᯝ⤖ࠊࡃࡁࡀᐤࡢᏳᐃࡢື⾜ࠊࡾ࠶ᡭẁ࡛ࡢⓗᵓ㐀⌮≀࡞᫂ᛌࡶ᭱ࡣᐊࠖ⮬ࠕࠊࡣ࡚ࡋᑐ

ࠋ࠸ከࡶヰࡢࣇࢵࢱࢫタࡢࡿࡁά࡛⏕࡚࠸╔ࡕⴠࡾ࡞ࡶඹ⏝✵㛫࡛࡚ࡋ

㹙་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ㹛㸸་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ࡛ࡣḟࡢ㸰Ⅼ⪃៖ࠋࡿࡍ

ձከᵝ࡞ධᡤᮇ㛫㝔ෆ㌿ᗋࡢᑐᛂ

⦾㢖ࡀධ㏥ᡤࡿࡼ࡞ᮇධᡤ࣭་⒪ධ㝔▷ࠊࡾ࠶ࡀධᡤ⏝ᙧែ࡞ከᵝࡣ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタࠉ

㉳ࠊࡓࡲࠋࡿࡇ㝔ෆࡶ࡚࠸࠾ឤᰁᑐ⟇➼ࡢᑐᛂࡾࡼ㌿ᗋࡀ㉳ࠋࡿࡇከᗋᐊ࡛ࡢࡽࢀࡇࡣඣ❺ࡢ

ฟධࡾᑐࠊ࡚ࡋ⏨ዪྠᐊࢆ㑊ࠊࡿࡅᖺ㱋ࡸ㞀ᐖ⛬ᗘࡸ┦ᛶࡢ➼ࠊࡿࡏࢃྜࢆㄪᩚ࠺⾜ࢆࡣ㠀ᖖ

ᅔ㞴࡛ࠊࡾ࠶⤖ᯝࡁ✺⋣࡚ࡋ㌿ᗋࡀ㉳ࡿࡇࠋࡿ࠶ࡶ㌿ᗋࡣᚰ⌮ⓗ㈇Ⲵࢆᙉࡿ࠸ࡀணࡿࢀࡉ

ࠋࡿ࠶࡛ࡁࡍウ᳨ࢆಶᐊ࡚ࡋ⟇᪉ࡍࡃ↓ࡾ㝈࡞⬟ྍࢆ㌿ᗋࠊࡽ

ղⓎ㐩ᮇ࣮ࢩࣂࣛࣉࡢಖㆤ

ࣉ࠸㧗࡞ḟᛶᚩ➨ࠊඹࡿ࠶ᮇࡁࡍᚓ⋓ࢆᛶ♫ࡢ࡞ูࡢ⚾Ⓨ㐩ᮇ࡛බ࡞㔜せࡢᚰ㌟ࠉ

࡚࠸ࡘⅬࡢࡑࠊࡾ࠶ᩘ「᪤ࡀᐊಶᐊᆺࡣᆺ㞀ᐖඣධᡤタ࡛♴⚟ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࣮ࢩࣂࣛ

ಶே㡿ᇦࠋ࠸ࡋḧ࡚ࡋ⪄ཧࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡽ᫂ࡽㄪᰝ࡞ヲ⣽ࡀᐜᏊඛ⏕㸦㤶ᕝᏛ㸧⸩ࡣ

ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ⏬ᒃᐊィࡿࡁᙧᡂ࡛ࢆ

������ ᒃᐊෆタഛ࠼⪄ࡢ᪉

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ༠㆟༑ศࣇࢵࢱࢫタࠊࡶ࡚࠸ࡘ┠㡯ࡢࢀࡎ࠸ࠉ

㸦㸯㸧ᒃᐊෆࡢὙ㠃ྎ࡚࠸ࡘࣞࢺࠊ

ࡉ᫆ࡋ⏝ࡢኪ㛫ࡢ⪅ධᒃ≉ࠊࡃ㧗ࡣ⋠⨨タࡢࣞࢺࡸὙ㠃ྎࡢᒃᐊෆࡣㆤタ࡛ࡢ⪅㧗㱋ࠉ

࡞㐺ษࡿࡼ⏝⪅⮬㌟ࡣ࡚࠸࠾㞀ᐖඣ࣭⪅タࠊࡋࡋࠋࡿ࠼ゝ⏬ィ࡞ⓗ⌮ྜࡤࢀࡍ៖⪄ࢆ

⏝ࡀ⌮⟶ࡸᅔ㞴࡞ሙྜࡀከ࡛ࡲࢀࡇࠊࡃタ⨨ࠋ࠸↓ࢇࡣៅ㔜᳨࡞ウࡀᚲせ࡛ࠋࡿ࠶

ከ㣧Ỉ࣭㐣㣧ࠊࡸᨾ࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㣧ࢆởỈࠊࡣᒃᐊ࡛ࡢ⪅ඣ࣭ࡿ࠶ࡢ㞀ᐖື⾜ࡸⓗ㞀ᐖ▱ࠊ≉ࠉ

Ỉࠊ㝡ჾ◚ᦆࡿࡼ࡞ᡃࡀࠊ࡞ᠱᛕࠋࡿࢀࡉඖᰦࡢ㛤㛢ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡀࣇࢵࢱࢫࢆ

⾲㸱ࠉタࡢᒃᐊ㠃✚

㠃䚷✚ స䜚䛡⣡ 㠃䚷✚ స䜚䛡⣡

⯙㭯䛣䛹䜒⒪⫱䝉䞁䝍䞊䠄་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ䠅 䝅䝱䝻䞊䝮䜏䛺䜏㢼䠄㞀ᐖ⪅ᨭタ䠅

䞉⫥య⮬⏤ඣ䝴䝙䝑䝖ಶᐊ 㻝㻝㻚㻤䡚㻝㻠㻚㻞 ྞᡞᲴ 䞉ಶᐊ䠄ᐊ䠅 㻝㻝㻚㻝㻞䡚㻝㻠㻚㻟㻤 ྞᡞᲴ

䞉⫥య⮬⏤ඣ䝴䝙䝑䝖䠐ᗋᐊ 㻟㻝㻚㻢䡚㻟㻢㻚㻤 㛫ษ䜚⣡ ⱝᴋ㟷ⴥᅬ䠄㞀ᐖ⪅ᨭタ䠅

䞉⾜ື㞀ᐖඣ䝴䝙䝑䝖ಶᐊ 㻥㻚㻢㻣䡚㻝㻝㻚㻥 ᢲධ䜜

䞉་⒪䝴䝙䝑䝖ಶᐊ 㻝㻝㻚㻥 ↓䛧

㯮㒊Ꮫᅬ䠄⚟♴ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ䠅

䞉ಶᐊ䠄ᐊ䠅 㻣㻚㻟 䝍䞁䝇

ᢲධ䜜䞉ಶᐊ䠄ᐊ䠅
㻝㻟㻚㻡㻜

䠄୍㒊㻝㻠㻚㻥㻞䠅
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ࡀゎ⌮ࡢࡇࡿ࠶ࡀ࠸࡞ฟࡿฟࡀỈࠊࡿ⏝⪅どⅬ࡛ぢࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ⨨ᐊෆタࡢ࡛

ᅔ㞴࡛ࠊΰࢆㄏᅉࡿࡍሙྜࡾ࠶ࡀᮃࡣ࠸ࡋࡲゝࠋ࠸࡞࠼

㸦㸰㸧ᗋୖࡢᕸᅋᑵᐷࢻࢵ࣋ᑵᐷ࡚࠸ࡘ

ࢆⅬࡢ௨ୗࠋࡿࢀࡽぢࡶ࡚࠸࠾✀タࡢࠊࢀࡽࡅศ࠸࡚ࡗࡼᏳᐃᗘࡢ㉳ᒃືసࡢ⪅⏝ࠉ

⪃៖ࠊࡋタࣇࢵࢱࢫ༑ศ࡞༠㆟ࢆせࠋࡿࡍ

࣭᪥୰㌴᳔Ꮚ⏝ࡀከࠊࡃ㌴᳔Ꮚࡢ⛣ࡀ࡞㉳ᒃືసຓࡿ࡞ሙྜࢻࢵ࣋ࡣᑵᐷࡀ㑅ᢥࢀࡉ

ࠋࡿ࠶ࡶሙྜࡿࢀࡉ⏝ࡀࢺࣇࣜຓᨭࠋ࠸ከࡀሙྜࡿ

࣭▱ⓗ㞀ᐖࡸ⾜ື㞀ᐖࡿ࠶ࡢ⏝⪅࡛ࠊࡶ㉳ᒃືసࡀᏳᐃࡿ࠸࡚ࡋᕸᅋᑵᐷࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿ࡞

࣭ከືഴྥࡿ࠶ࡢඣ❺ࡣᕸᅋᑵᐷࠊ࡛ࡇࡿࡍ࡞ࡁᰙࡢࢻࢵ࣋ࡢ⏝ࢆṆࡿࡵࡶከࠋ࠸

࣭⫥య⮬⏤ࡢඣ࣭⪅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㌴᳔Ꮚࢻࢵ࣋㛫ࡢ⛣ࡀᅔ㞴࡛ࠊࡶᗙ⛣ືࡸ㏺ࡀື⛣࠸ᐜ

᫆࡞ሙྜࠊࡣᕸᅋᑵᐷࡢ᪉ࡀᑵᐷࡿࡍ❧⮬ࡀሙྜࠋࡿ࠶ࡀ

㸦㸱㸧⣡タഛ࡚࠸ࡘ

㊃࣭ࠊ᭹⾰ࠊࡣ≀ᡤ᭷ࠋࡿ࠶᪉࡛࠼⪄࡞ᇶᮏⓗࡀࡇࡿࡍ⌮⟶ศ࡛⮬ࢆ≀ᡤ᭷ࡢศ⮬ࠉ ࡷࡕࡶ࠾

ࡀ⏬ィࡓࡋ៖⪄ࢆ⨨㓄ࡢᐙලࡣࡓࡲ⨨タࡢ㐀సᐙලࠋࡿ࠶ࡶ࡞Ꮫ⩦⏝ရࡣ❺Ꮫ㱋ඣࠊࡢ࡞

ᮃ≉ࠋ࠸ࡋࡲඣ❺ࡢሙྜࡢࡷࡕࡶ࠾ࠊ⏝࣭⟶⌮ࡶࣝࣈࣛࢺࡿࢃࡘࡲ㉳ࠊࡾ࠶ࡀࡇࡿࡇᑀ

ඣ࣭ࡢ㞀ᐖື⾜ࡸⓗ㞀ᐖ▱࡞ᅔ㞴ࡀ⌮⟶ࠊ᪉୍࡛ࠋࡿࢀࡲᮃࡀ⏬ィࡢ⣡⟶⌮タഛ࡞ ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⪅

㘽ࡶ⌮⟶ࣇࢵࢱࢫࡿࡼ࡞ぢࠋࡿࢀࡽ

㸦㸲㸧✵ㄪタഛ࡚࠸ࡘ

ᚲࡀ༠㆟࡞༑ศࡢࣇࢵࢱࢫタࡶ࡚࠸ࡘ㑅ᢥࡢ᪉ᘧࣥࢥ࢚࣒࣮ࣝࡢಶู㞟୰⟶⌮᪉ᘧࠉ

せࠋ㞟୰⟶⌮᪉ᘧࠊࡣ⏝⪅✵ㄪࡸࣇ࢜ࣥ࢜ࡢ ᗘ࠸࡞ࡏࡉࢆ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ᪉ᘧ࡛ࠊࡀࡿ࠶యㄪ

ࡏࢃ⾜ࢆ⌮⟶⪅⏝ࡣ᪉ᘧࣥࢥ࢚࣒࣮ࣝࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ᪉ᘧࡿࡁ࡛ࡀಶูㄪᩚࡓࡏࢃྜࡳዲࡸ

ᦠࢆࣥࢥࣔࣜࡢࡘ୍ࡀࣇࢵࢱࢫࠊࡣࡾኪ㛫ぢᅇࠋࡿ࠶㔜せ࡛ࡶㄪᩚࡢࣇࢵࢱࢫタࠊ᪉୍࡛ࡿ

ᖏྛࡋᐊࡢㄪᩚ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀタഛ㑅ᢥࠋࡿ࠶ࡶ

㸦�㸧ᒃᐊࡢ㜵㡢ᛶ⬟࡚࠸ࡘ
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報告各論・資料 ７ 

障害児施設に勤務する職員の質の向上を目指して 

-看護的側面からの一考察- 

 仁宮真紀 （心身障害児総合医療療育センター整肢療護園 看護師）

1．障害児入所施設で生活する子どもの背景 

 入所してくる子どものパターンは、医療型施設における、整形外科手術・リハビリ・在宅療育支援を目的

とした入所以外には、①乳児院から引き続き入所してくる、②児童相談所からの緊急一時保護、③保護者の

養育困難という 3 つに概ね分かれる。これらのパターンの子どもに共通していることは、「家庭が不安定で

あり、家族と一緒に生活することができない」ということである。

保護者による養育困難の問題が根底にあるため、措置入院および契約入院問わず、入所期間は平均 10 年

以上と長い。一度も家庭で家族と一緒に生活することなく施設で成長発達していく子どももいる。また家族

がある子どもでも、家族との面会や外出の頻度は年に数回程度である。そのため、子どもは保護者への基本

的信頼感を得ることなく成長し、愛着障害の状態となるケースが多い。

さらに、障害の程度が比較的軽く、将来的に自立を目指すことができるレベルの子どもたちが、アイデン

ティティーの獲得を発達課題とする思春期頃になると、自己の生い立ちやルーツに対して不安や疑問、そし

て今の自己の置かれた状況に対する嫌悪感や大人への不信感を抱くことがある。このような子どもたちは、

自分の存在意義を見失い、リストカットなどの自傷や自殺企図をほのめかすような発言するなど、自己否定

行動におよぶこともある。

平成 26 年に障害児支援の在り方に関する検討会が報告した「今後の障害児支援の在り方について～発達

支援が必要な子どもの支援はどうあるべきか～」1)によると、障害児入所施設については、「子どもが育つ環

境を整える子どもの施設」「子ども本人が望む暮らしを保障する」といった幼児期からの子どもの育ち、発達

に係る基本的な観点から、より家庭に近い生活環境、少人数の生活の場、普通の暮らしの環境、個々に配慮

した生活環境とすべきであると提言している。家族と生活する機会に恵まれず、施設に長期間入所して成長・

発達する障害がある子どもだからこそ、この提言のように「一人のその子どもを、施設職員が大切に育む」

という理念をもった施設改革や運営が求められている。

2．障害児入所施設に勤務する職員の背景 

 西藤ら 2)が実施した重症心身障害児施設の看護職員需要調査では、重症心身障害児施設で勤務する新卒看

護職員の退職率が 41.9%であり、他施設に比較して高いことが明らかになっている。中堅看護職員の離職率

を調査した文献は見当たらなかったが、女性のライフステージにおける結婚や妊娠出産などのライフイベン

トを鑑みると、他施設とほぼ同様の離職率ではないかと推測している。その一方で男性職員の定職率は比較

的安定している。

当施設においても、ライフイベントや自身の健康問題など主な理由として離職する職員や、定年退職する

職員は毎年必ず数名は存在するため、常勤看護師の離職率は例年 12%程度である。2016 年の病院看護実態

調査によると、看護師の離職率は、常勤で 10.9％であり、新卒で 7.8%あったため、当施設の常勤看護師の

離職率とほぼ同比率である。部署異動は約 3 年勤務毎に実施されているため、病棟配置の職員は目まぐるし

く変化する年もある。

当施設への就職動機は、「障害児看護を実践してみたい」という障害児に特化した施設ならではの経験を積

むことを期待して入職してくる職員が多い。新卒採用よりも、既卒採用が多いというもの当施設を含め、障

害児施設での採用の特徴であると考える。

3．職員の質とは何か 

 障害児施設における職員の質とは何か考えてみたい。一般的に言われる質とは、その場における専門的知

識や技術の高度性・専門性、そして、接遇面におけるホスピタリティーのことを指すと考えられる。

 前述したように、障害児施設には複雑な社会的背景（特に家庭環境）に問題を抱えた子どもが多く、その

ような子どもたちの暮らしや成長・発達に関わる職員には、より子どもの心理特性への理解が求められる。
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よって、障害児入所施設に勤務する職員の質には、「施設入所している子どもの背景を知ったうえで、自分の

役割を認識しながら子どもに関わる」ということが重要であると考える。

4．職員配置 

 病棟配属の職員は組織に属しているため、十数年にわたって同じ病棟に勤務するということはなく、異動

という人事がある。組織運営の方針にもよるが、概ね数年での異動が一般的である。

障害児施設でも職員配置は一般病院と同じく、入院基本料などを根拠にして看護師の配置定数が定められ

ている。しかし、タイムスタディ調査でも明らかになったようにどの施設でも、看護師や保育士に関わらず、

多くの施設の職員が「職員が足りていない」と感じ、少ない人員配置のなかで多重課題に追われていること

が明らかになった。子どもの生活の質の向上よりも、子どもの安全を守ることを優先した業務内容にジレン

マを抱いている職員もいた。

 そのような状況のなかにおいて、勤務後でも、不穏な子どもの気持ちを安定させるために傍にいて関わっ

たり、勤務時間外に外出したり音楽活動を行ったりするなどのボランティア的活動を行うことで、子どもの

生活の質を何とか向上させようとする職員の努力が明らかになった。

 障害児施設で暮らしている子どもの立場に視点を変えてみる。前述したように、施設で長期的に暮らして

いる子どもは、幼い頃から家族とともに過ごしながら成長・発達する機会がない。施設で暮らすということ

は、必然的に多くの大人が多くの子どもをみるという環境下に置かれることであり、職員がその子どもだけ

にスポットが当てて接する（関わる）という機会があまりない。

子どもは成長・発達過程において、ライフステージおけるそれぞれの発達課題を獲得していくが、もっと

も重要とされているのが、0 歳から 2 歳で獲得されるという基本的信頼感である。しかし、前述したような

複雑な背景をもつ子どもには、最も身近な大人である親との基本的信頼感の獲得が出来ていない子どももい

る。そのため、まずは職員との基本的信頼感を長い時間をかけて構築していくことが、将来的な愛着形成に

繋がるのではないかと考える。このように考えた時、職員の離職は個人の理由であるので致し方ないが、異

動に関しては、職員と子どもの関係性を多角的に捉えて熟慮して決定していくことが望ましいと考える。施

設職員は、子どもが基本的信頼感を獲得するために、かなりの時間を要しながら関係性を育んでいく。勤務

中における長い時間に加えて、ボランティア的な関わりによってやっと子どもとの信頼関係を築けたときに、

異動人事になることは、その子どもの立場に立つと「大切な人との別れ」という喪失体験にもなりかねない。

また、前傾した報告書 1)よると、「重症心身障害児者への入所支援については、成長した後でも本人をよく

知る職員が関われるようにするなど、児者一貫した支援が望ましい。」としている。これは、重症心身障害児

者のみならず、肢体不自由児や発達障害などの子どもたちにも同様の体制が必要である。複雑な家庭背景を

もっているために長期にわたって施設で育った子どもや、親や家族がいない（もしくは、家族がいても関わ

りが極めて希薄である）子どもたちには、施設を出た後に「帰ることのできる場所」や「実家や故郷」とい

う概念やイメージが形成されにくい。子どもが自立するためには、「失敗しても慰めてくれる人がいる場所」

や「親身になって勇気づけてくれる人や場所」、「自分の弱みをさらけ出すことのできる人や場所」などの依

存できる人や場所の存在が必要である。施設の小規模化（ユニット化）により、家庭的な雰囲気のなかで子

どもと職員の関係性がより深くなることで、子どもの自立性が高まるのではないかと考える。

以上のことから、障害児施設の人員配置における工夫として、①子どもに関わる職員を一人に限定せず、

2～3 名の複数で担当する、②客観的にみて良好な関係性が築けている場合、やむをえず異動人事になる場合

には、最低でも半年以上前には子どもに伝え、ゆっくりと子どもとの関わり方を調整していく、③病棟全体

で親役割になる職員、きょうだい（兄・姉）的役割になる職員と仮定して配置する、④担当職員が代わって

も子どもの歴史（生育歴）が途切れることのないようにカルテをはじめ写真や動画などを駆使して次の担当

者に十分に引継ぎをする、⑤子どもの将来を見据えた児者一貫ケア体制の構築などが挙げられる。

5．人材育成 

 障害児施設における子どもと職員の背景と、現段階で望ましいと考えられる人員配置について言及した。

施設は、障害があるために生きにくさをもっていて、尚且つ家庭で暮らすことが出来ないという複雑な背景

をもっている子どもを大事に育てていく場所である。障害児施設に勤務する職員には、療育の専門性と倫理
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観、そして深い愛情が求められる。療育の専門性は知識として学習することで習得する機会があるので、比

較的一定の水準は保つことが可能である。

その一方で、倫理観や価値観などは職員の個人特性があるため、十人十色である。子どもに対する不適切

なかかわり（乱暴な言葉づかい、無関心など）や施設内虐待が起こりやすい環境であるともいえる。そのた

め、障害児施設における人材育成は、組織が最も力をいれるべき課題であり任務である。

人材育成としては、①障害児の権利擁護に関する研修の充実、②風通しの良い職場風土の醸成を目的とし

た座談会の開催、③当事者からの想いを聴く（またはディスカッション）研修の開催が挙げられる。施設と

いう組織は、長年在籍した人の意見が強く、経験の浅い職員は意見が言い出せにくい場合もある。しかし、

時代と共に価値観や倫理観は常に流動しており、経験の浅い職員だからこそ見出せる問題点もある。

離職率をなるべく抑え、障害児施設で有能な人材を育成するためには、まずは職員一人一人の価値観や倫

理観を把握することが重要である。そして、研修の実施によって、職員に「自分たちは、施設で暮らす子ど

もたちの生活（人生）の一部であること」を認識してもらうことが何よりも重要であると考える。
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